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1. 設計一般  

 

 

1.1 耐震設計の基本方針 

耐震設計にあたっては，「道示Ⅴ 2 章」及び本要領Ⅰ共通 3.5.4 に示されている耐震設

計の基本方針に基づき設計しなければならない。  

 

1.2 耐震設計の原則 

1) 橋の耐震設計においては，橋の供用期間中に発生する確率が高い地震動（以下

「レベル 1 地震動」という。）と橋の供用期間中に発生する確率は低いが大きな

強度を持つ地震動（以下「レベル 2 地震動」という。）の２段階のレベルの設計

地震動を考慮する。ここで，レベル 2 地震動としては，プレート境界型の大規

模な地震動を想定したタイプⅠの地震動及び内陸直下型地震を想定したタイプ

Ⅱの地震動の２種類を考慮する。 

2) 橋の重要度は，道路種別及び橋の機能・構造に応じて，重要度が標準的な橋と

特に重要度が高い橋（以下，それぞれ，「A 種の橋」及び「B 種の橋」という。）

の２つに区分するものとし，その区分は本要領Ⅰ共通 3.1.3 耐震設計における

重要度に規定する。 

3) 橋の耐荷性能は，耐震設計上の橋の重要度を考慮して，「道示Ⅴ2.1」にて設定す

る耐震設計上の重要度が A 種の橋では橋の耐荷性能 1 を，B 種の橋では橋の耐

荷性能 2 とすることを標準とする。 

表 1.2-1 耐荷性能 1（A 種の橋）に対する照査 

確保すべき状態 

 

 

設計状況 

主として機能面からの橋の状態 安全面からの橋の状態 

橋としての機能が 

損なわれていない状態 

状況直後に橋に求め

られる機能を速やか

に確保できる状態 

致命的な状態でない 

レベル 1 地震動 
橋の限界状態 1 

を超えないこと 
 

橋の限界状態 3 

を超えないこと 

レベル 2 地震動   
橋の限界状態 3 

を超えないこと 

表 1.2-2 耐荷性能 2（B 種の橋）に対する照査 

確保すべき状態 

 

 

設計状況 

主として機能面からの橋の状態 安全面からの橋の状態 

橋としての機能が 

損なわれていない状態 

状況直後に橋に求め

られる機能を速やか

に確保できる状態 

致命的な状態でない 

レベル 1 地震動 
橋の限界状態 1 

を超えないこと 
 

橋の限界状態 3 

を超えないこと 

レベル 2 地震動  
橋の限界状態 2 

を超えないこと 

橋の限界状態 3 

を超えないこと 

  

→「道示」Ⅰ2 章 

（p.33～40）参照 
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4) 橋の複雑な地震応答や地盤の流動化に伴う地盤変位等が原因による支承部の破

壊が生じた場合においても，上部構造が落下することを防止できるように配慮

する。  

5) 片持ち張り出し架設を行う PC 橋，吊橋，斜張橋，アーチ橋のように，完成系と

施工時とで構造系が異なる橋の下部構造で，施工期間が比較的長い場合は，施

工時の耐荷性を照査することが望ましい。  

6) 橋に影響を与える液状化が生じると判定される地盤にある橋台基礎や，橋台裏

込め土が無い場合（土圧軽減工法等で橋台背面に土圧が生じない場合）の橋台

たて壁については，レベル 2 地震動を考慮し耐荷性の照査を行う。  

7) 橋の耐震設計における上部構造，下部構造，上下部接続部（以下これらを「各

構造」という。）または各構造を構成する部材等の耐荷性能の照査にあたっては，

「道示Ⅴ2.2.2」に規定する耐荷性能の照査において考慮する状態の限界を，各

構造または各構造を構成する部材等の限界状態として適切に設定する。 

8) 橋の耐震設計における橋の耐荷性能の照査にあたって，各構造の限界状態によ

って橋の限界状態 1，橋の限界状態 2 及び橋の限界状態 3 を代表させる場合に

は，それぞれ「道示Ⅴ2.4.2」から「道示Ⅴ2.4.4」の規定に従って各構造の限界

状態を設定し，これを組み合わせることを標準とする。 

表 1.2-3 上部構造，下部構造及び上下部接続部の限界状態 

上部構造，下部構造， 

上下部接続部の限界状態 1 

部分的にも荷重を支持する能力の低下が生じておらず，耐荷力の観

点からは特別の注意無く使用できる限界の状態 

上部構造，下部構造， 

上下部接続部の限界状態 2 

部分的に荷重を支持する能力の低下が生じているものの限定的であ

り，耐荷力の観点からは予め想定する範囲にあり，かつ特別な注意

のもとで使用できる限界の状態 

上部構造，下部構造， 

上下部接続部の限界状態 3 

これを超えると部材等として荷重を支持する能力が完全に失われる

限界の状態 

9) 橋の耐震設計における各構造の耐荷性能の照査にあたって，各構造を構成する

部材等の限界状態によって各構造の限界状態 1，限界状態 2 及び限界状態 3 を

代表させる場合には，「道示Ⅴ2.4.5」の規定に従って各構造を構成する部材等の

限界状態を設定し，これを組み合わせることを標準とする。 

表 1.2-4 部材等の限界状態 

部材の限界状態 1 部材等としての荷重を支持する能力が確保されている限界の状態 

部材の限界状態 2 
部材等としての荷重を支持する能力が低下しているものの予め想定

する能力の範囲にある限界の状態 

部材の限界状態 3 
これを超えると部材等としての荷重を支持する能力が完全に失われ

る限界の状態 

 

1.3 調査 

1.3.1 一般 

設計にあたっては上部構造，下部構造，上下部接続部及び部材等の耐荷性能及びその

他必要事項の設計を行うため，設計の前提となる材料・施工及び維持管理の条件を適切

に設計で考慮するために計画的に調査を行う。調査内容及び詳細は「道示Ⅴ」に準ずる。 

→「道示」Ⅴ1.3 

（p.2～3）参照 

→「道示」Ⅴ2.4.1 

（p.19）参照 
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2. 耐震設計上考慮する状況 

 

 

2.1 耐荷性能の照査において地震の影響を考慮する状況 

橋の耐震設計にあたっては，上部構造，下部構造及び上下部接続部並びに部材等の耐荷

性能の照査において，「道示Ⅴ2.2.1」に規定する状況を，少なくとも「道示Ⅰ3.2」に従い，

作用の特性値，作用の組合せ，荷重組合せ係数及び荷重係数を用いて適切に設定する。 

 

2.2 地震の影響 

(1) 上部構造，下部構造及び上下部接続部並びに部材等の耐荷性能の照査において，

「道示Ⅴ2.2.1」に規定する状況を，少なくとも「道示Ⅰ3.2」に従い，作用の特

性値，作用の組合せ，荷重組合せ係数及び荷重係数を用いて適切に設定する。 

(2) 「道示Ⅰ8.19」に規定する地震の影響(EQ)は 1)から 5)の影響を考慮する。 

1) 構造物の重量に起因する慣性力（以下「慣性力」という。）  

2) 地震時土圧  

3) 地震時動水圧  

4) 地盤振動変位 

5) 液状化に伴って生じる地盤の流動化の影響（以下「地盤の流動力」という。） 

(3) (2)1)から 5)に規定する地震の影響の特性値は，変動作用支配状況及び偶発作用

支配状況のそれぞれで考慮する橋に作用する地震動の特性値に基づき適切に設

定する。 

(4) 橋に作用する地震動の特性値を設定するにあたっては，慣性力をその面より上

方では考慮しその面より下方では考慮しないと定める地盤面（以下「耐震設計

上の地盤面」という。）を設定する。 

(5) 橋に作用する地震動の特性値は，耐震設計上の地盤面に入力するものとして設

定する。 

(6) 橋に作用する地震動の特性値は，「道示Ⅴ3 章」の規定により設定する。 

(7) (2)1)から 5)に規定する地震の影響は，以下の 1)から 5)により考慮する。 

1) 慣性力は「道示Ⅴ4.1」の規定により算出する。 

2) 地震時土圧は「道示Ⅴ4.2」の規定により算出する。 

3) 地震時動水圧は「道示Ⅴ4.3」の規定により算出する。 

4) 地盤振動変位が橋に与える影響は，構造条件及び地盤条件に応じて適切に設定

する。 

5) 地盤の流動力は「道示Ⅴ4.4」の規定により算出する。 

 

  

→「道示」Ⅴ2.3 

（p.16～19）参照 

→「道示」Ⅴ2.3(1) 

（p.16～19）参照 
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3. 設計地震動 

 

 

3.1 一般 

レベル 1 地震動及びレベル 2 地震動は，それぞれ「道示Ⅴ3.2 及び 3.3」の規定により設

定する。 

 

3.2 地域別補正係数 

地域別補正係数は，地域区分（A1）よりＣｚ＝1.0，ＣⅠｚ＝1.2，ＣⅡｚ＝1.0 とする。 

 

3.3 耐震設計上の地盤種別  

1) 耐震設計上の地盤種別の判定は，「道示Ⅴ3.6」の規定にしたがい，地盤の基本固

有周期ＴＧに基づきⅠ種地盤，Ⅱ種地盤，及びⅢ種地盤に区別することを原則と

する。また，地表面が耐震設計上の基盤面と一致する場合はⅠ種地盤とする。 

2) 耐震設計上の基盤面は，対象地点に共通する広がりを持ち，耐震設計上振動す

るとみなす地盤の下に存在する十分堅固な地盤の上面であり，せん断弾性波速

度 300m/s 程度（粘性土では N 値 25，砂質土層では N 値 50）以上の値を有して

いる剛性の高い地盤と考えてよい。 

3) 中間層が厚く，調査ボーリングを相当深く行っても耐震基盤面が現れない場合

は，地盤の基本固有周期 TG が 0.6 秒以上であることが確認できれば，Ⅲ種地盤

に該当すると判断することができる。 

 

地盤種別の概略の目安としては，Ⅰ種地盤は良好な洪積地盤及び岩盤，Ⅲ種地

盤は沖積地盤のうち軟弱地盤，Ⅱ種地盤はⅠ種地盤及びⅢ種地盤のいずれにも属

さない洪積地盤及び沖積地盤と考えてよい。 

一般には，盛土等，地表面が平坦でなく，図 3.3.1（a）に示すように盛土内に

フーチングを設ける場合には，下部構造の振動が盛土の振動に影響されるため，

盛土の天端を地表面と見なして地盤の固有周期を求めるものとする。図 3.3.1（b）

に示すようにフーチングを盛土下の地盤内に設ける場合には，周辺の平均的な地

表を地表面とみなして地盤の基本固有周期を求める。 

 

 

 

 

 

図 3.3.1 盛土等における地表面のとり方

→「道示」Ⅴ3.6 

（p.68～70）参照 

→「道示」Ⅴ3.4 

（p.55～65）参照 

地表面 

地表面 

（a） 盛土内にフーチングを設ける （b） 盛土下の地盤内にフーチングを設ける

→「道示」Ⅴ3.7 

（p.70）参照 

→「道路橋示方書・

同解説  Ⅴ耐震設計

編に関する質問・回

答 平成 30 年」3 章 

橋に作用する地震動

の特性値について 

参照 
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3.4 耐震設計上の地盤面 

耐震設計上の地盤面は，常時における設計上の地盤面とする。ただし，フーチングを有

する基礎において，常時における設計上の地盤面がフーチング下面より上方にある場合に

は，耐震設計上の地盤面はフーチング下面とする。また，地震時に地盤反力が期待できな

い土層がある場合には，その影響を考慮して適切に設定する。 

ここで，地盤反力が期待できない土層とは，地盤反力係数，地盤反力度の上限値及び最

大周面摩擦力度 0 とする土層であり，「道示Ⅴ7.2」の規定により橋の影響を与える液状化

が生じると判定された土層のうち，「道示Ⅴ7.3」の規定により耐震設計上の土質係数を 0

とする土層又は，地表面から 3m 以内の深さにある粘性土層で，一軸圧縮試験又は原位置

試験により推定される一軸圧縮度が 20kN/㎡以下の土層に該当する土層とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.1 橋脚における耐震設計上の地盤面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.2 橋台における耐震設計上の地盤面 

 

  

→「道示」Ⅴ3.5 

（p.66～68）参照 

 

→耐震設計上の地盤面 

その面より上方の構

造部分には地震力を

作用させ，その面よ

りも下方の構造部分

には地震力を作用さ

せないという耐震設

計上仮定する地盤面

のこと 

→「道示」Ⅳ8.5.2 

（p.184～186）参照 

 

→常時における設計

上の地盤面 

その面より下方の地

盤が長期にわたり安

定して存在し，水平

抵抗が期待できる地

盤面のこと 

→「道示」Ⅳ8.5.2 

（p.184～186）参照 

 

設計上の地盤面 
＝耐震設計上の地盤面 

地表面 

 
設計上の地盤面

耐震設計上の地盤面

地
盤
反
力
が
期
待
で
き
な
い
土
層

 

地表面 

（a） 地盤反力が期待できない土層がある場 （b）  （a）以外の場

地表面 

 
設計上の地盤面

耐震設計上の地盤面

（a） 地盤反力が期待できない土層がある場 （b）  （a）以外の場

地表面 

設計上の地盤面 
＝耐震設計上の地盤面 

地
盤
反
力
が
期
待
で
き
な
い
土
層
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図 3.4.3 地盤反力が期待できない土層が互層状態で存在する場合の耐震設計上の地盤面 

 

 

 

 

地表面  
設計上の地盤面 

H1≧3m の場合の 
耐震設計上の地盤面 

H1＜3m の場合の 
耐震設計上の地盤面 

H
1 

H
2
≧
3
m
 

地表面 

H
1 

H
2
≧
3
m
 

 
設計上の地盤面 

H1≧3m の場合の 
耐震設計上の地盤面 

H1＜3m の場合の 
耐震設計上の地盤面 

地盤反力が期待できる土層 

地盤反力が期待できない土層 

（a）設計上の地盤面に接して 

地盤反力が期待できない土層がある場合 
（b）  （a）以外
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4. 耐荷性能の照査  

 

 

4.1 一般  

1) 耐荷性能の照査にあたっては，本編 4.2 から 4.4 までに規定する橋の限界状態に

基づき，各部材の限界状態を適切に設定する。 

2) 橋を構成する部材のうち，地震の影響を支配的に受ける部材には，本編 4.5 の規

定を満たす部材を用いるものとする。 

3) 耐荷性能の照査は，設計地震動によって生じる各部材の状態が，1）の規定によ

り設定した当該部材の限界状態を超えないことを照査することにより行うもの

とする。ここで，耐荷性能の照査方法は本編 4.6 の規定によるものとする。 

4) 耐震設計で想定していない挙動や地盤の破壊により構造系の破壊が生じても上

部構造の落下を防止できるように本編 4.7 の規定により検討を行うものとする。 

  

図 4.1.1 耐震設計の流れと関連する主な条文の規定箇所 

制限値の算出

（圧縮応力度他）

RC橋脚 Ⅳ5章

鋼製橋脚 Ⅱ

基礎 Ⅳ9～13章

フーチング Ⅳ5章

橋台 Ⅳ5章

上部構造 Ⅱ,Ⅲ6章

支承部 Ⅳ14.1

レベル1地震動に

対する耐荷性能照査

レベル1地震動に

対して挙動が複雑

Ⅴ5.1

設計水平震度,Ⅴ4.1.6

慣性力の算出4.1.1～4.1.3

静的解析による

断面力・変位等の算出

RC橋脚 Ⅳ5章

鋼製橋脚 Ⅱ

基礎 Ⅳ9～13章

フーチング Ⅳ5章

橋台 Ⅳ5章

上部構造 Ⅱ,Ⅲ6章

支承部 Ⅳ14.1

動的解析による

応答値の算出

Ⅴ5.2

レベル2地震動に

対する耐荷性能照査

レベル2地震動に

対して挙動が複雑

Ⅴ5.1

制限値の算出

（地震時保有水平耐力，水平変位他）

当該部材が

塑性化又はエネルギー吸収

を考慮する部材

RC橋脚 Ⅴ8章

橋脚基礎 Ⅴ10章

鋼製橋脚 Ⅴ9章

橋台基礎 Ⅴ11章

橋台 Ⅳ5章

上部構造 Ⅴ12章

支承部(免震)Ⅴ14章

静的解析による

断面力・変位等の算出

RC橋脚 Ⅴ8章

橋脚基礎 Ⅴ10章

橋台基礎 Ⅴ11章

上部構造 Ⅴ12章

支承部 Ⅴ13.1

動的解析による

応答値の算出

Ⅴ5.2

橋脚基礎 Ⅴ10章

上部構造 Ⅴ12章

支承部(ゴム,鋼製)Ⅴ14章

レベル2地震動に対する照査

Ⅴ2.4.3

落橋防止システムの設計

Ⅴ13.3

終わり

レベル1地震動に対する照査

Ⅴ2.4.2

START

設計水平震度,Ⅴ4.1.6

慣性力の算出4.1.1～4.1.3

NO YES

NO YES

NO YES
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4.2 限界状態 1 に対する橋の限界状態 

橋の耐震設計にあたって，「道示Ⅰ4.1」に規定する橋の限界状態 1 を各構造の限界状態

で代表させる場合には，以下の 1)から 3)とする。限界状態 1 に対する橋の限界状態は，可

逆性を有し力学特性や挙動が弾性域を超えない範囲で適切に定める。 

1) 上部構造 

「道示Ⅱ3.4.2」又は，「道示Ⅲ3.4.2」に規定する上部構造の限界状態 1 

2) 下部構造 

「道示Ⅳ3.4.2」に規定する下部構造の限界状態 1 

3) 上下部接続部 

支承部を用いる場合には，「道示Ⅰ10.1.4」に規定する支承部の限界状態 1 

 

4.3 限界状態 2 に対する橋の限界状態 

橋の耐震設計にあたって，「道示Ⅰ4.1」に規定する橋の限界状態 2 を各構造の限界状態

で代表させる場合には，以下の 1)から 3)とする。 

1) 上部構造 

「道示Ⅱ3.4.2」又は，「道示Ⅲ3.4.2」に規定する上部構造の限界状態 1 

2) 下部構造 

「道示Ⅳ3.4.2」に規定する下部構造の限界状態 1 又は限界状態 2 

3) 上下部接続部 

支承部を用いる場合には，「道示Ⅰ10.1.4」に規定する支承部の限界状態 1 又は限

界状態 2 

 

ただし，下部構造の限界状態を限界状態 2 とする場合は，これと組み合わせる上下部接

続部の限界状態は限界状態 1とし，上下部接続部の限界状態を限界状態 2とする場合には，

これと組み合わせる下部構造の限界状態は限界状態 1 とすることを標準とする。 

限界状態 2 に対する橋の限界状態は，塑性化を期待する部材にのみ塑性化が生じ，その

塑性化の程度が橋の限界状態 2 を超えないとみなせる状態に留めなければならない。 

  

→「道示」Ⅴ2.4.2 

（p.20）参照 

→「道示」Ⅴ2.4.3 

（p.20～25）参照 
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表 4.3-1 一般的な橋に対する塑性化またはエネルギー吸収を考慮する部材の 

組合せの例と各部材の限界状態（限界状態 2） 

塑性化または 

エネルギー吸収を 

考慮する部材 

 
各部材の 
限界状態 

橋 脚 

橋 脚 

上部構造に副次

的な塑性化を考

慮する場合 

 

基 礎 免震支承と橋脚 

橋 脚 
損傷の修復を容易に行い

得る限界の状態 

力学特性が弾性域を超

えない限界の状態 

限定的な塑性化にと

どまる限界の状態 

橋 台 
力学特性が弾性域を超

えない限界の状態 

支 承 部 
力学特性が弾性域を

超えない限界の状態 

免震支承によるエネ

ルギー吸収が確保で

きる限界の状態 

上 部 構 造 

力学特性が

弾性域を超

えない限界

の状態 

副次的な塑性

化にとどまる

限界の状態 

力学特性が弾性域を超えない

限界の状態 

基 礎 
副次的な塑性化にとどま

る限界の状態 

速やかな機能回復に支

障となるような復旧に

支障となるような過大

な変形や損傷が生じな

い限界の状態 

副次的な塑性化にと

どまる限界の状態 

フーチング 
力学特性が弾性域を超

えない限界の状態 

適用する橋の例 

免震橋以外

の一般的な

桁橋等 

ラーメン橋 

橋脚躯体が設計地震力

に対して十分大きな耐

力を有している場合や

液状化の影響のあるよ

うなやむを得ない場合 

免震橋 
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図 4.3.1 塑性化またはエネルギー吸収を考慮する部材の組み合わせ例 

 

→主たる塑性化 

限界状態 2 におい

て，部材の塑性化に

より確実にエネルギ

ー吸収を行い，損傷

の発見が容易であ

り，かつその修復が

速やかに行える部材

をいう。一般的には，

複数の部材に主たる

塑性化は考慮しない 

→「道示」Ⅴ2.4.3 

（p.20～25）参照 

 

→副次的な塑性化 

エネルギー吸収はあ

くまでも主たる塑性

化を考慮する部材で

図るが，地震による

応答が部分的に塑性

化にまで達するこ

と。ただし，許容さ

れる塑性化の程度は

部材により異なる 

→「道示」Ⅴ2.4.3 

（p.20～25）参照 
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4.4 限界状態 3 に対する橋の限界状態 

橋の耐震設計にあたって，「道示Ⅰ4.1」に規定する橋の限界状態 3 を各構造の限界状態

で代表させる場合には，以下の 1)から 3)とする。 

1) 上部構造 

「道示Ⅱ3.4.2」又は，「道示Ⅲ3.4.2」に規定する上部構造の限界状態 1 又は限界状

態 3 

2) 下部構造 

「道示Ⅳ3.4.2」に規定する下部構造の限界状態 1 又は限界状態 3 

3) 上下部接続部 

支承部を用いる場合には，「道示Ⅰ10.1.4」に規定する支承部の限界状態 1 又は限

界状態 3 

 

ただし，下部構造の限界状態を限界状態 3 とする場合は，これと組み合わせる上下部接

続部の限界状態は限界状態 1とし，上下部接続部の限界状態を限界状態 3とする場合には，

これと組み合わせる下部構造の限界状態は限界状態 1 とすることを標準とする。 

なお，各部材の限界状態の組合せの考え方は橋の限界状態 2 と同じであり，相違点は「道

示Ⅴ2.4.4」を参照とする。 

 

表 4.4-1 一般的な橋に対する塑性化またはエネルギー吸収を考慮する部材の 

組合せの例と各部材の限界状態（限界状態 3） 

塑性化またはエネ

ルギー吸収を 
を考慮する 

部材 
各部材の 
限界状態 

橋 脚 

橋 脚 

上部構造に副次

的な塑性化を考

慮する場合 

 

基 礎 免震支承と橋脚 

橋 脚 
橋脚の水平耐力を保持でき

る限界の状態 

力学特性が弾性域を超え

ない限界の状態 

限定的な塑性化にと

どまる限界の状態 

橋 台 
力学特性が弾性域を超え

ない限界の状態 

支 承 部 
力学特性が弾性域を超

えない限界の状態 

免震支承によるエネ

ルギー吸収が確保で

きる限界の状態 

上 部 構 造 

力学特性が弾

性域を超えな

い限界の状態 

副次的な塑性

化にとどまる

限界の状態 

力学特性が弾性域を超えない

限界の状態 

基 礎 
副次的な塑性化にとどまる

限界の状態 

速やかな機能回復に支障

となるような変形や損傷

が生じない限界の状態 

副次的な塑性化にと

どまる限界の状態 

フーチング 
力学特性が弾性域を超え

ない限界の状態 

適用する橋の例 

免震橋以外の

一般的な桁橋

等 

ラーメン橋 

橋脚躯体が設計地震力に

対して十分大きな耐力を

有している場合や液状化

の影響のあるようなやむ

を得ない場合 

免震橋 

 

  

→「道示」Ⅴ2.4.4 

（p.26～27）参照 
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表 4.4-2 に代表的な部材として，柱・橋脚・梁として使用されるコンクリート部材の

耐震性能と損傷図の関係を示す。 

 

表 4.4-2 柱・橋脚・梁 コンクリート部材の耐震性能と損傷図 

履歴ループ

損傷図

確保性能 耐震性能　１ 耐震性能　２ 耐震性能　３ 破　　　　壊

・主鉄筋は降伏ひずみに達しない ・主鉄筋は降伏ひずみを超える ・主鉄筋の座屈 ・主鉄筋の破断

・曲げひび割れの発生 ・曲げおよび斜めひび割れの発生 ・コアコンクリートの圧壊 ・主鉄筋の座屈＋圧縮部コンクリートの圧壊

・斜めひび割れは発生しない ・かぶりコンクリートの剥落 　＋フープ筋の破断

・圧縮部コンクリートの微小な圧壊 ・せん断破壊（特に，鉛直部材，橋脚）

・かぶりコンクリートの剥落＋フープ筋の破断

損傷の程度

柱・橋脚・梁　コンクリート部材
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4.5 部材等の限界状態 

(1) 「道示Ⅰ4.3」に規定する各構造を構成する部材等の限界状態 1を，「道示Ⅱ3.4.3」

「道示Ⅲ3.4.3」「道示Ⅳ3.4.3」の規定により設定する。 

(2) 限界状態 2 は，部材等の挙動が可逆性を失うものの，耐荷力が想定する範囲で

確保できる限界の状態とする。 

(3) 部材等の限界状態は，その状態を表す工学的指標によって適切に関連付けるこ

とを標準とする。 

(4) 地震の影響を考慮して工学的指標と限界状態を関連付ける場合には，「道示Ⅱ

3.4.1」「道示Ⅲ3.4.3」「道示Ⅳ3.4.3」の規定によるほか，限界状態に対応する特

性値の設定にあたっては，1)及び 2)を満たさなければならない。 

1) 地震による繰返し作用が部材等の状態に及ぼす影響を考慮する。 

2) 部材等の構造条件に応じた，部材等の耐力，非線形履歴特性及び破壊形態が考

慮できる適切な知見に基づいた方法による。 

 

4.6 耐荷性能の照査 

(1) 各構造又は各構造を構成する部材等の耐荷性能の照査は，「道示Ⅴ2.2.3」に規定

する耐荷性能を満足することを適切な方法を用いて確認することにより行う。 

(2) 「道示Ⅰ 5 章」の規定に従い，橋の耐荷性能の照査を部材等の耐荷性能の照査

で代表させる場合の部材等の耐荷性能の照査は，以下の 1)及び 2)に従い行うこ

とを標準とする。 

1) 「道示Ⅴ2.3(1)」に規定する作用の組合せに対して，部材等の耐荷性能に応じて

定める「道示Ⅴ2.4.6」に規定する部材等の限界状態 1 及び限界状態 3 又は限界

状態 2及び限界状態 3を，各々に必要な信頼性をもって超えないことを式（4.6.1）

及び式（4.6.2）を満足することにより確認する。 

 

∑𝑆��𝛾��𝛾��𝑃�� ≦ 𝜁�𝛷��𝑅�  ············································· 式（4.6.1） 

∑𝑆��𝛾��𝛾��𝑃�� ≦ 𝜁�𝜁�𝛷��𝑅�  ········································· 式（4.6.2） 

ここに， 

 Pi  ：作用の特性値 

 Si  ：作用効果であり，作用の特性値に対して算出される部材等の応答値 

 RS   ：部材等の限界状態 1 又は限界状態 2 に対する部材等の抵抗に係る特性値 

 RU   ：部材等の限界状態 3 に対応する部材等の抵抗に係る特性値 

 γpi ：荷重組合せ係数 

 γqi ：荷重係数 

 ζ1  ：調査・解析係数 

 ζ2  ：部材・解析係数 

 ΦRS ：部材等の限界状態 1 又は限界状態 2 に対応する部材等の抵抗に係る 

    抵抗係数 

 ΦRU ：部材等の限界状態 3 に対応する部材等の抵抗に係る抵抗係数  

→「道示」Ⅴ2.4.6 

（p.29～31）参照 

→「道示」Ⅴ2.5 

（p.31～37）参照 
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2) 部材等の限界状態を代表させる事象を，部材等の限界状態 1 又は限界状態 2 と

限界状態 3 のいずれかに区分し難い場合には，当該事象を部材等の限界状態 3

として代表させ，「道示Ⅴ2.3(1)」に規定する作用の組合せに対して，部材等の

限界状態 3 を必要な信頼性をもって超えないことを式(4.6.2)で満足することに

より確認する。 

3) 地盤振動変位が部材に及ぼす影響については，「道示Ⅴ2.3(2)」に規定する地震

の影響を考慮する状況に対して部材等の限界状態を超えないことを確認すると

ともに，地中部の構造に適切に塑性変形能を付与できるように構造上の配慮を

する。 

4) 部材等の塑性化を期待する部材等を連結する場合には，各構造間について，以

下の①から③を満足しなければならない。 

① 上部構造，下部構造及び上下部接続部の限界状態と，各構造間の接合部の限

界状態の関係を明確にしたうえで，これらの構造全体の所要の機能が発揮さ

れるようにする。 

② 連結される各構造は，各構造間の接合部の耐荷機構の前提及び連結される各

構造の耐荷機構の前提となる状態が確保されるようにする。 

③ これらの構造間の接合部は，構造間に生じる相互の断面力を確実に伝達でき

るようにする。 

5) 液状化が生じる土層を有する地盤上にある橋の耐震設計では，液状化が橋に及

ぼす影響を適切に考慮する。液状化が生じると仮定した場合及び液状化が生じ

ないと仮定した場合のいずれの場合も，橋の性能を満足しなければならない。 

6) 基礎の塑性化を期待する場合，基礎が塑性化すると仮定した場合及び基礎が塑

性化しないと仮定した場合のいずれの場合にも橋の性能を満足しなければなら

ない。 

 

(3) 橋の耐震設計にあたっては，慣性力による断面力，応力，変位等の応答値の算

出に，「道示Ⅴ5.2」に動的解析を用いることを標準とする。ただし，部材等の塑

性化を期待しない場合で，以下の 1)に該当する場合は部材等の塑性化を期待す

る場合で以下の 1)から 3)に該当する場合には，「道示Ⅴ5.3」に規定する静的解

析を用いてもよい。 

1) 1 次の固有振動モードが卓越している。 

2) 塑性化の生じる部材及び部位明確である。 

3) エネルギー一定則の適用性が検証されている。 

(4) 地震抵抗は，「道示Ⅴ3.5」に規定する耐震設計上の地盤面の下方において考慮

することを標準とする。 

 

 

→「道示」Ⅴ5.1 

（p.114～116）参照 
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4.7 その他の必要事項 

(1) 橋の耐震設計においては，橋の耐荷性能に加えて，その他，耐震設計上，橋の

性能を満足するために必要な事項の検討を行う。 

(2) (1)を満足するために必要な事項として，以下の 1)から 3)を満足する。 

1) 上下部接続部に支承部を用いる場合，その破壊を想定したとしても，下部構造

が不安定とならず，上部構造を支持することができる構造形式とする。 

2) 上下部接続部に支承部を用いる場合，その破壊を想定したとしても，上部構造

が容易には下部構造から落下しないように，適切な対策を別途講じる。 

3) B 種の橋については，上下部接続部に支承部を用いる場合，その破壊を想定し

たとしても，機能回復を速やかに行いうる対策を講じる必要があるかどうか検

討し，必要がある場合には，構造設計上実施できる範囲を検討し，必要に応じ

て構造設計に反映する。 

(3) 「道示Ⅴ13.3」の規定により対策を講じる場合は，(2)2)を満足するとみなして

よい。 

 

 

→「道示」Ⅴ2.7.1 

（p.38～42）参照 
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5. 動的照査法による耐荷性能の照査方法 

 

 

5.1 一般 

(1) 動的照査法による耐荷性能の照査は，本編 5.2 に規定する地震動を作用させた

ときに各部材に生じる断面力，変位等を動的解析により算出し，本編 5.4.に規定

に基づいて行うものとする。 

(2) 動的解析では，解析目的及び設計地震動のレベルに応じて，本編 5.3 の規定に

より適切な解析モデルを設定するとともに，適切な解析方法を選定する。 

 

5.2 慣性力 

(1) 動的解析を用いる場合の慣性力の大きさは，レベル 1 地震動及びレベル 2 地震

動の強度，周期特性，位相特性及び継続時間並びに橋の減衰定数等を考慮して，

動的解析に用いる加速度波形を適切に設定したうえで，構造物の応答加速度を

質量に乗じて算出する。 

(2) 動的解析に用いる加速度波形には，「道示Ⅴ式（3.2.1）」により算出するレベル

1 地震動並びに「道示Ⅴ式（3.3.1）」及び「道示Ⅴ式（3.3.2）」により算出するレ

ベル 2 地震動の加速度応答スペクトルと同様の特性を有するように既往の代表

的な強震記録を振幅調整した加速度波形を用いる。橋の減衰定数が 0.05 と大き

く異なる場合には，「道示Ⅴ式（3.2.1）」並びに「道示Ⅴ式（3.3.1）」及び「道示

Ⅴ式（3.3.2）」により算出する加速度応答スペクトルに，「道示Ⅴ式（4.1.1）」に

より算出する減衰定数別補正係数 CD を乗じて求めた加速度応答スペクトルを

レベル 1 地震動及びレベル 2 地震動の加速度応答スペクトルとして用いる。 

(3) 振幅調整しようとする強震記録を選定するにあたっては，以下の 1)及び 2)を考

慮しなければならない。また，レベル 2 地震動を考慮する設計状況においては，

位相特性が異なる振幅調整した加速度波形を少なくとも3波形用いるものとし，

レベル 1 地震動を考慮する設計状況においては 1 波形を用いる。 

1) 振幅調整しようとする強震記録の加速度応答スペクトルが目標とする加速度応

答スペクトルと類似した特性を有すること。 

2) 部材の塑性化を期待する場合は，以下の特性を有すること。 

 レベル 2 地震動（タイプⅠ）については，継続時間が長く，地震動の繰返し

が橋の非線形応答に与える影響が大きい位相特性 

 レベル 2 地震動（タイプⅡ）については，継続時間は短いが振幅の大きな地

震動が橋の非線形応答に与える影響が大きい位相特性 

(4) 慣性力の算出に際しては，設計振動単位ごとに，同じレベル 1 地震動の加速度

波形及びレベル 2 地震動の加速度波形を用いることを原則とする。 

  

→「道示」Ⅴ4.1.2 

（p.73～80）参照 
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表 5.2-1 動的解析に用いる振幅調整した加速度波形のもととした強震記録 

（a）レベル 1 地震動 
呼び名 地盤種別 振幅調整のもととなった強震記録の地震名と記録場所及び成分 

1-Ⅰ Ⅰ種地盤 昭和 53年宮城県沖地震 開北橋周辺地盤上 LG 成分 

1-Ⅱ Ⅱ種地盤 昭和 43年日向灘地震 板島橋周辺地盤上 LG 成分 

1-Ⅲ Ⅲ種地盤 昭和 58年日本海中部地震 津軽大橋周辺地盤上 TR 成分 

 

（b）レベル 2 地震動（タイプⅠ） 

呼び名 地盤種別 振幅調整のもととなった強震記録の地震名と記録場所及び成分 

2-Ⅰ-Ⅰ-1 

Ⅰ種地盤 

平成 15 年十勝沖地震 
清水道路維持出張所構内地盤 

上 EW 成分 

2-Ⅰ-Ⅰ-2 平成 23 年東北地方太平洋沖

地震 

開北橋周辺地盤上 EW 成分 

2-Ⅰ-Ⅰ-3 新晩翠橋周辺地盤上 NS 成分 

2-Ⅰ-Ⅱ-1 

Ⅱ種地盤 

平成 15 年十勝沖地震 直別観測点地盤上 EW 成分 

2-Ⅰ-Ⅱ-2 
平成 23 年東北地方太平洋沖

地震 

仙台河川国道事務所構内地盤 

上 EW 成分 

2-Ⅰ-Ⅱ-3 
阿武隈大堰管理所構内地盤上 ES

成分 

2-Ⅰ-Ⅲ-1 

Ⅲ種地盤 

平成 15 年十勝沖地震 
大樹町生花観測点地盤上 EW 

成分 

2-Ⅰ-Ⅲ-2 平成 23 年東北地方 

太平洋沖地震 

山崎震動観測所地盤上 EW 成分 

2-Ⅰ-Ⅲ-3 土浦出張所構内地盤上 EW 成分 

 

（c）レベル 2 地震動（タイプⅡ） 

呼び名 地盤種別 振幅調整のもととなった強震記録の地震名と記録場所及び成分 

2-Ⅰ-Ⅰ-1 

Ⅰ種地盤 

平成 7 年兵庫県

南部地震 

神戸海洋気象台地盤上 NS 成分 

2-Ⅰ-Ⅰ-2 神戸海洋気象台地盤上 EW 成分 

2-Ⅰ-Ⅰ-3 猪名川架橋予定地点周辺地盤上 NS 成分 

2-Ⅰ-Ⅱ-1 

Ⅱ種地盤 

JR 西日本鷹取駅構内地盤上 NS 成分 

2-Ⅰ-Ⅱ-2 JR 西日本鷹取駅構内地盤上 EW 成分 

2-Ⅰ-Ⅱ-3 大阪ガス茸合供給所構内地盤上 N27W 成分 

2-Ⅰ-Ⅲ-1 

Ⅲ種地盤 

東神戸大橋周辺地盤上 N12W 成分 

2-Ⅰ-Ⅲ-2 ポートアイランド内地盤上 NS 成分 

2-Ⅰ-Ⅲ-3 ポートアイランド内地盤上 EW 成分 
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5.3 解析方法及び解析モデル 

5.3.1 解析方法  

(1) 動的解析には，時刻歴応答解析を用いることを標準とする。 

(2) 動的解析による橋の地震時挙動の解析では，固有振動特性，減衰特性，橋脚等

の非線形履歴特性等を十分考慮し，橋の動的特性を表現できる解析モデルを用

いて地震時の応答を算出する必要がある。地震動のレベルと橋の限界状態に対

応する部材等の限界状態に応じて適切なモデル及び解析方法を選定する必要が

ある。 

1) レベル 1 地震動を考慮する設計状況に対しては，部材の塑性化を期待しないた

め，可逆性を有する範囲における橋の動的特性を表現できる解析モデル及び解

析方法を用いる。 

2) レベル 2 地震動を考慮する設計状況に対しては，部材の塑性変形やエネルギー

吸収を考慮した設計を行う場合は，必要に応じて橋脚等の部材の非線形履歴特

性を考慮した橋の非線形域の動的特性を表現できる解析モデル及び解析方法を

用いる。 

 

(3) 動的解析により応答値を算出するにあたって，部材のモデル化は以下の 1)から

3)を満足しなければならない。 

1) 橋の構造特性を踏まえ，橋の地震時の挙動を評価できるように，部材の材料特

性，地盤の抵抗特性に応じて，適切に部材をモデル化する。 

2) 部材のモデル化は，その力学的特性及び履歴特性に応じて適切に行う。 

3) 橋の減衰特性は，橋を構成する部材等の振動特性を考慮して，適切にモデル化

する。 

(4) 動的解析による応答値の算出は，レベル 2 地震動を考慮する設計状況において，

「道示Ⅴ4.1.2」に規定する加速度波形を用いて算出した応答値の平均値を用い

る。 

 

5.3.2 橋及び部材のモデル化  

(1) 橋全体系のモデル化は，橋の構造特性，橋を構成する部材の材料特性，周辺地

盤の抵抗特性等に応じて，橋の固有振動特性を適切に表現できるように，橋を

構成する各部材（基礎，橋脚，橋台，支承部，上部構造等）の質量分布，剛性

分布及び境界条件を適切にモデル化する。 

(2) 橋全体系の地震時の挙動を表す解析モデルを作るためには，以下の 1)から 5)が

必要となる。 

1) 構造物の形状を表現するために必要な節点と構成要素 

2) 慣性力の作用を考慮するために必要な構造物の質量分布 

3) 力学的特性求める際に必要な構造要素の断面特性（断面積，断面二次モーメン

ト等） 

  

→「道示」Ⅴ5.2 

（p.116～131）参照 
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4) 部材に発生する断面力と変形の関係を表現するための非線形履歴モデル 

5) 対象とする構造物の境界条件（例えば，隣接橋や地盤との境界部分のモデル化） 

 

図 5.3.1 橋の解析モデルの例 

(3) 部材のモデル化は，その力学的特性及び履歴特性において適切に行う。 

(4) 橋の減衰特性は，橋を構成する部材等の振動特性を考慮して，適切にモデル化

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.2 橋梁のモデルの区分 
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5.4 耐荷性能の照査 

(1) 限界状態 1 の照査 

動的照査法における限界状態 1 の照査について，各構造物の照査項目及び制限値を

表 5.4-1 に示す。 

 

表 5.4-1 限界状態 1 の照査項目及び制限値 

部位 照査項目 制限値 備考 

RC 橋脚及び 

橋台 
応答値（作用力） 部材の制限値 

道示Ⅲ5.5,5.7,5.8 

道示Ⅳ5.2 

鋼製橋脚 

 
応答値（作用力） 部材の制限値 道示Ⅱ 

基礎 

杭 

基礎 

軸方向押込み力 

引抜き力 

杭の水平変位 

応答値（作用力） 

杭の軸方向押込み力の制限値 

杭の軸方向引抜き力の制限値 

杭の水平変位の制限力 

部材の制限値 

道示Ⅳ 

10.2,10.5,10.6 

直接 

基礎 

鉛直荷重 

転倒モーメント 

水平荷重 

基礎底面地盤の降伏支持力 

偏心した鉛直力の作用位置 

基礎底面地盤のせん断力 

道示Ⅳ9.5 

鋼上部構造 応答値（作用力） 部材の制限値 道示Ⅱ 

コンクリート 

上部構造 
応答値（作用力） 部材の制限値 道示Ⅲ 

上部構造端部 

（伸縮装置） 

レベル 1 地震動の 

応答変位 

伸縮装置に作用する 

作用力 

伸縮装置の伸縮量 

 

部材の制限値 

 

道示Ⅴ14.2 

支承 

鋼製 

支承 
応答値（作用力） 部材の制限値 

道示Ⅰ10.1 

道示Ⅴ13.1 ゴム 

支承 

応答値（せん断ひずみ） 

応答値（作用力） 

せん断ひずみの制限値 

部材の制限値 
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(2) 限界状態 2 又は限界状態 3 の照査 

動的照査法における限界状態 2 又は限界状態 3 の照査については，各構造物の照査

項目及び制限値を表 5.4-2 に示す。 

 

表 5.4-2 限界状態 2 又は限界状態 3 の照査項目及び制限値 

部位 照査項目 制限値 備考 

RC 橋脚 

最大応答変位 最大応答変位の制限値 道示Ⅴ8.4 

最大応答せん断力 せん断力の制限値  

残留変位 残留変位の制限値 道示Ⅴ8.4 

鋼製橋脚 
最大応答変位 最大応答変位の制限値 

道示Ⅴ9 章 
残留変位 残留変位の制限値 

橋脚基礎 

応答変位 杭基礎の降伏変位の制限値 

道示Ⅳ10.2,10.9 

道示Ⅴ10.4 

【十分な耐力を有する】 

【液状化の影響がある】 

応答塑性率 

応答変位 

 

 

塑性率の制限値 

杭基礎の降伏変位の制限値 

橋台基礎 

※液状化が生じると 

判断される場合 

応答塑性率 塑性率の制限値 道示Ⅴ11.4 

鋼上部工 

コンクリート 

上部工 

【塑性率を考慮する】 

応答値（作用力） 

 

部材の制限値 
道示Ⅱ,Ⅲ 

【塑性率を考慮しない】 

応答値（作用力） 

 

部材の制限値 
道示Ⅱ,Ⅲ 

上部構造端部 

（伸縮装置） 
遊間量 必要遊間量 道示Ⅴ13.2 

支承 

鋼製 

支承 
応答値（作用力） 部材の制限値 

道示Ⅰ10.1 

道示Ⅴ13.1 ゴム 

支承 

応答値（せん断ひずみ） 

応答値（作用力） 

せん断ひずみの制限値 

部材の制限値 
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(3) 免震橋の耐荷性能の照査 

「道示Ⅴ14 章」の規定に基づいて行うものとする。 

(4) 動的解析に用いるモデルについて 

できる限り実際の橋の条件を再現することが理想であるが，実際には全てをモデル

化に考慮できない場合もある。このため，橋全体としての耐荷性が確保されているこ

とに十分に留意するために，橋全体としての水平耐力が過度に小さくなっていないこ

とや変形が過度に大きくなっていないこと等に配慮する必要がある。したがって，動

的照査法によって耐荷性能を照査した橋に対して，橋脚の地震時保有水平耐力が式

（5.4.1）を満足していることを照査すること。ただし，式（5.4.1）を適用することに

より設計が著しく不合理となるような場合や，地震時の挙動が複雑な構造形式（斜張

橋や吊橋）の橋の場合には，この限りではないが，橋全体が不安定になっていないこ

と，一部の部材の破壊が橋全体系の崩壊に結びつかないように橋としてリダンダンシ

ーのある構造となっていること等について十分に検討すること。 

 

Ｐa ≧ 0.4 c2z・Ｗ ............................................................................. 式（5.4.1） 

ここで， Ｐa  ：橋脚の地震時保有水平耐力（Ｎ） 

  鉄筋コンクリート橋脚；「道示Ⅴ8.5」 

  鋼製橋脚            ；「道示Ⅴ9.4」 

 c2z ：レベル 2 地震動の地域別補正係数 

  （静岡市ｃⅠz =1.2，ｃⅡz =1.0） 

 Ｗ ：地震時保有水平耐力法に用いる等価重量（Ｎ）  

  鉄筋コンクリート橋脚；（道示Ⅴ8.4 式（8.4.5）） 

  鋼製橋脚            ；等価重量算出係数ｃp＝0.5  
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6. 静的照査法による耐荷性能の照査方法 

 

 

6.1 基礎的事項 

6.1.1 震度法（レベル 1 地震動に対する設計法） 

日本の耐震設計において昭和初期から基本としてきた震度法は，構造物各部分の重量

に一定の係数（設計水平震度）をかけた力を地震荷重と想定し，これを静的に載荷して

構造解析を行う手法であり，「横方向に静的に荷重をかける」，「許容応力度法によって照

査する」という 2 つの大きな特徴をもっている。日本では基本的に構造物の重量に水平

震度 0.2～0.3（地域補正係数 1.0 の場合）を乗じた力を水平方向に作用させて，構造部材

に発生する応力度が許容応力度を超えないように設計してきた。これは図 6.1.2 に示す

弾性変形域（線形域）内での設計法である。レベル 1 地震動に対しては弾性変形域内（許

容応力度以内）にとどめ橋としての健全性を損なわない性能（限界状態 1）を確保する

ことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.1 震度法（レベル 1 地震動）による耐震設計 

6.1.2 変形性能 

1978 年宮城県沖地震（Ｍ7.4 被害橋数 108 橋）等大規模な地震が発生した際，震源域

近くに作用した地震力は，震度法（レベル 1 地震動:地震の加速度 200～300gal 程度）に

用いるよりもはるかに大きな地震力を受けたにもかかわらず大部分の鉄筋コンクリート

橋脚はよく耐え，その後長期間にわたって無事供用されている。この理由は，鉄筋コン

クリート橋脚が図 6.1.2 に示す弾性限界点（鉄筋の降伏点）を超えて塑性変形域（非線

形域）に入ったとしても，著しい耐力の低下を生じるような変形にまでに至らなければ，

塑性変形域に入ったことによる長周期化や震動エネルギーの吸収により，ねばりを発揮

し，地震を「やり過ごせる」ことができたためである。 

しかしながら，一方では，大規模な亀裂，剥離，軸方向鉄筋の座屈等の被害が生じた

鉄筋コンクリート橋脚も多く存在している。これは，上記の考え方だけでは全ての橋梁

の限界状態は満足しないことを示している。 

  

khWP 

khWU 

V 
H 

設計水平震度 
kh=0.2～0.3 相当の 
地震力 

許容応力度法で照査 
（降伏点以下：弾性変形域） 
・曲げモーメントに対して 
 σc≦σca，σs≦σsa 

・せん断力に対して 
 τa≦τa1 

M 
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したがって，大地震時（レベル 2 地震時）にも落橋等の致命的な被害を防止するには，

塑性変形域における鉄筋コンクリート橋脚の耐力及び変形性能を適切に評価した鉄筋コ

ンクリート橋脚の耐震設計法（地震時保有水平耐力法）が重要である。 

ここで，鉄筋コンクリート橋脚の変形性能とは，塑性変形域におけるねばれる能力の

ことであり，変形しても壊れにくい性能（保有耐力をある程度維持できる能力）のこと

である。このねばりをじん性ともいう。また，変形性能が小さく，ねばりの小さい構造

物は，塑性変形域のエネルギー吸収がないことから，大地震時における地震力を「強度」，

つまり「大きな力」には「大きな強度」で対抗することから，力が強度を上回った瞬間

から崩壊してしまうことになる。このねばりのない構造をぜい性的ともいう。具体的に

は，鉄筋コンクリート橋脚において横拘束筋が少ない場合やせん断破壊型の場合がこれ

に相当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.2 弾性変形と塑性変形の概念 

6.1.3 弾性変形と塑性変形 

弾性変形と塑性変形を具体的に説明すると以下のようである。 

弾性変形：力をかけるのをやめると，元に戻る変形（バネのイメージ） 

塑性変形：力をかけるのをやめても，元に戻らず残る変形（粘土のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.3 弾性変形と塑性変形のイメージ 

  

l1 l2 
l1 

P 

l1 粘土 

P 

l2 l2 

弾性変形のイメージ 

塑性変形のイメージ 

弾性限界点（降伏点） 

倒壊 

構造物の耐力低下が生じない範囲での

塑性変形域（非線形域）の照査 

地震時保有水平耐力法（レベル 2 地震動）

塑性域（限界状態 2,3） 
震度法（レベル 1 地震動） 

弾性域（限界状態 1） 

Ｐ（水平力） 

水平変位δ 



                   Ⅵ．耐震設計 6.静的照査法による耐荷性能の照査方法 6.1 基礎的事項 

                                                   
        静岡市道路橋計画・設計要領 

鉄筋コンクリート構造などは，ある力までは弾性変形し，それ以上の力が加わると塑

性変形に移行する。塑性変形域に入ると大きなエネルギーの吸収が可能になるため，耐

力低下が生じなければ塑性変形能力（変形性能）を大きくすることにより大きな地震力

を吸収できる。 

 

6.1.4 地震時保有水平耐力法（レベル 2 地震動に対する設計法） 

地震時保有水平耐力とは，地震時に橋脚躯体が崩壊せずに抵抗できる水平耐力のこと

である。地震時保有水平耐力法による耐震設計は，その地震時保有水平耐力と塑性変形

領域の変形性能を考慮し，大地震時（レベル 2 地震動）における損傷が橋として限定的

にとどまり，橋としての機能の回復が速やかに行い得る性能（限界状態 2），もしくは損

傷が橋として致命的にならない性能（限界状態 3）を目標とした設計法である。 

従来からの 0.2～0.3 程度の設計水平震度を用いた震度法（レベル 1 地震動に対する設

計法）による耐震設計の考え方だけでは，どの程度の規模の地震に対して構造物のどこ

にどの程度の損傷をおさめるのかという設計目標がきわめてあいまいである。これに対

して地震時保有水平耐力法では，橋の供用期間中に発生する確率が低い大規模な地震動

（レベル 2 地震動）に対して，橋を壊さないのでなく，橋の構造部材の「どこをうまく

壊し，どこを壊さないか」を明確にし，また，その壊し方を，橋の崩壊（落橋）に至ら

ないように，「限界状態 2：地震による損傷が橋として限定的にとどまり，橋としての機

能の回復が速やかに行い得る」もしくは「限界状態 3：地震による損傷が橋として致命

的にならない」ことを目標とした。 

地震時保有水平耐力法では図 4.3.1 に示すように，主たる塑性ヒンジがどこに生じる

かを想定し，主たる塑性ヒンジにおいて確実に地震エネルギー吸収を図り，構造物とし

ての耐震安全性を確保する。 

 

6.1.5 エネルギー一定則 

地震時保有水平耐力法において重要な点は，弾性応答加速度に相当する地震力（地震

時保有水平耐力法に用いるレベル 2 地震動の設計水平震度の標準値 khc0 に相当する慣性

力）を橋脚の弾塑性応答を考慮してどのようにして低減（khc）させるかである。地震時

保有水平耐力法で考慮しているような大きな弾性応答加速度に相当する地震力を橋脚が

受けると，実際には橋脚は塑性化が生じるため，水平力としてはこれ以上の大きさの地

震力は作用しない。しかし，水平変位（塑性変形）は進展（Ｃ→Ｄ）する。鉄筋コンク

リート橋脚の地震時保有水平耐力法による耐震設計では，エネルギー一定則により地震

力の低減を行っている。具体的には図 6.1.4 で示す。 

エネルギー一定則とは，張り出し橋脚のような完全弾塑性型の復元力を有する１質点

系構造物が地震動を受けた場合には，弾塑性応答と弾性応答の両者の入力エネルギーが

ほぼ同量になるという考え方に基づく近似的な解析法である。 
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図 6.1.4 エネルギー一定則に基づく構造物の弾塑性応答変位の推定 

 

 



   Ⅵ．耐震設計 6.静的照査法による耐荷性能の照査方法 6.2 静的照査法を適用する場合の荷重の算出方法 

                                                   
        静岡市道路橋計画・設計要領 

6.2 静的照査法を適用する場合の荷重の算出方法 

6.2.1 一般 

(1) 静的照査法を適用する場合の荷重の算出方法については「道示Ⅴ4.1.3」を原則

とする。 

(2) 静的照査法により耐荷性能の照査を行う場合には，本編 2.2 に規定する地震の

影響として，慣性力，地震時土圧，地震時動水圧，及び地震時に不安定となる

地盤の影響を，それぞれ適切に考慮しなければならない。 

 

6.2.2 慣性力  

(1) 慣性力は，設計振動単位ごとに，「道示Ⅴ4.1.5」に規定する固有周期に応じて算

出するものとし，レベル 1 地震動に対しては「道示Ⅴ4.1.1」の規定により，レ

ベル 2 地震動に対しては「道示Ⅴ4.1.1」の規定によるものとする。 

(2) 慣性力の作用方向は以下のとおりとする。 

1) 慣性力は，各部材ごとに影響が最も大きくなる方向及びその直角方向に別々に

作用させる。 

2) 橋脚の慣性力の作用方向は，橋脚の断面二次モーメントが最小となる軸周りに

曲げモーメントを発生させる方向及びその直角方向としてよい。 

3) 橋台の慣性力の作用方向は，土圧の水平成分の作用方向及びその直角方向とし

てよい。 

4) 基礎の慣性力の作用方向は，これが支持する橋台又は橋脚に作用させる慣性力

と同じ方向としてよい。  

5) 上部構造の慣性力の作用方向は，橋軸方向及び橋軸直角方向としてよい。 

(3) 支承部の設計においては，5.2.2（2）1）に規定する水平 2 方向の慣性力ととも

に，鉛直方向の慣性力も考慮すること。  

(4) 上部構造の慣性力の作用位置は，その重心位置とする。ただし，支承部におい

て曲げモーメントが下部構造に伝達されない場合においては，上部構造の慣性

力の作用位置には，支承部の底面としてよい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2-1 下部構造の耐震設計における上部構造の慣性力の作用位置と下部構造の頂部に作用する荷重 

→本編 5.2.3 参照 

→本編 5.3.2 参照 

→本編 5.4.2 参照 

→「道示」Ⅴ4.1.3 

（p.81～83）参照 
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図 6.2.1 橋軸方向に固定支持の場合における設計振動単位 

 

図 6.2.2 橋軸方向に弾性支持の場合における設計振動単位 

 

図 6.2.3 アーチ橋，ラーメン橋等の場合における設計振動単位 

 

 

 

  

は設計振動単位を示す。 

→「道示」Ⅴ4.1.4 

（p.85）参照 

→「道示」Ⅴ4.1.4 

（p.84）参照 
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図 6.2.4 橋軸方向に一点固定の場合における設計振動単位 

 

図 6.2.5 橋軸方向に固定・可動の場合における設計振動単位 

 

図 6.2.6 橋軸直角方向に固定又は弾性支持の場合における設計振動単位（例） 

 

 

 

 

→「道示」Ⅴ4.1.4 

（p.86）参照 

は設計振動単位を示す。 
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6.2.3 固有周期の算出方法  

(1) 固有周期の算出 

橋の固有周期は，地震時に同一の振動をすると見なし得る設計振動単位（図 6.2.1

～図 6.2.6）ごとに，構造部材及び基礎の変形の影響を考慮し，「道示Ⅴ4.1.5」の規

定に基づき適切に算出する。 

(2) 橋のモデル化にあたっての留意事項を以下に示す。 

1) 固有周期算出にあたっての橋脚の剛性は，レベル 1 地震動に対する耐荷性能の

照査では橋脚の全断面を有効とみなして算出される剛性，レベル 2 地震動に対

する耐荷性能の照査では橋脚の降伏剛性を用いるものとする。橋脚の降伏剛性

は，橋脚の曲げ変形による降伏時の割線剛性 Ky を示し，橋脚の降伏耐力 Py と

降伏変位δy の比（Ky＝Py／δy）により算出する。 

2) 固有周期算出に用いる上部構造及び基礎構造の剛性は，一般に全断面有効とみ

なして算出する。 

3) 固有周期を算出する際に用いる地盤反力係数は，「道示Ⅴ4.1.5」の規定により，

地震時に地盤に生じる変形に相当する地盤の剛性から求めるものとし，岩盤上

の直接基礎においては，基礎地盤の変形による影響の度合いを判断し，その影

響について検討すること。 

4) 地盤の動的変形係数 ED の算定に必要となる地盤のせん断弾性波速度 VSD は，架

橋位置において PS 検層あるいは弾性波探査等により測定された実測値を用い

るのがよい。 

5) 支承部において地震時水平力分散構造に用いる積層ゴム支承は，その剛性を用

いるものとする。また，免震支承のように等価剛性が変形により変化する支承

は，有効設計変位に相当する等価剛性を用いるものとする。 

6) 設計振動単位が１基の下部構造とそれが支持している上部構造部分からなる場

合には，１自由度系の振動理論を用いて，「道示Ⅴ4.1.5(2)1)」により固有周期を

算出する。 

 固有周期の算出にあたっての留意事項を下記に示すものとする。 

① 固有周期の算出は，「道示Ⅴ4.1.5(2)1)」の解説文に示される式（解 4.1.8）～

式（解 4.1.9）を参考に基礎構造形式に応じて算出する。 

② 基礎構造天端に生じる水平変位と回転角の算出は，基礎構造種別に応じて「道

示Ⅳ」の解説に示される地盤抵抗特性を考慮した解析モデルを用いるが，地

盤反力係数の基準値は，「道示Ⅴ4.1.5」に示す地盤の動的せん断変形係数より

求めるものとする。 

7) 設計振動単位が複数の下部構造とそれが支持している上部構造部分からなる場

合には，「道示Ⅴ4.1.5(2)2)」に基づいて算出する。橋を離散型の骨組み構造にモ

デル化する場合は，このモデルの各節点に上部構造及び耐震設計上の地盤面か

ら上の下部構造の重量に相当する力を慣性力の作用方向に静的に作用させ，各

節点に生じる水平変位から固有周期を算出する（静的フレーム法）。 

  

→「道示」Ⅴ4.1.5 

（p.86～92）参照 
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図 6.2.7 固有周期の算出のためのモデル例（設計振動単位が 1 基の下部構造

とそれが固定支承により支持している上部構造部分からなる場合） 

8) 静的フレーム法により固有周期を算出する際，橋のモデル化における留意事項

を下記に示す。 

① 静的フレームモデルは，橋の固有周期及び分担重量を算出することが目的で

あることから，剛性及び重量の算出にあたっては，二次部材（上部構造にお

ける横桁，橋台におけるウィング等）は無視して重要な部材のみを考慮する。 

② 上部構造の剛性の算出については，レベル 1 地震動及びレベル 2 地震動の耐

荷性能の照査にあたって，非合成桁であっても床版を含めた全断面を有効と

みなした剛度を用いるとよい。また，断面変化が少ない場合には，橋長にわ

たって平均剛度を用いてもよいものとする。 

③ 橋台については全断面を有効とした剛性を考慮するものとし，橋台背面土の

重量及び変形等の影響は無視してもよい。 

④ 橋台及び橋脚の基礎構造物の条件は，動的せん断弾性係数 EDを用いて算出し

た地盤の変形係数に基づく連成バネにて評価する。 

⑤ 上部構造は，はりモデルとして取り扱うが，上部構造を表すはりの位置は上

部構造の重心位置とする。 

⑥ 道路縦断勾配の影響は，通常は無視した水平な１本のはりモデルとしてよい

が，ランプ橋等で道路縦断勾配がきつい場合には，モデル化に反映すること

が望ましい。 
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⑦ 支承のモデル化は支承の種類及び支承条件等を考慮し，適切に行うことが必

要である。 

⑧ 固有周期の算出にあたって，可動支承の摩擦の影響は，レベル 1 地震動に対

しては考慮しなくてもよい。レベル 2 地震動に対しては，上部構造の死荷重

反力の１／２を上部構造部分の重量として見込むのがよい。斜橋や曲線橋等

で慣性力作用方向と可動支承の可動方向が一致しない場合は，可動方向に直

角方向の分力が生じるため，支承の可動方向を正しくモデル化する。 

⑨ 上下部構造間の相対変位に対する拘束条件は，一般に支承形式に応じて表 

6.2-1 のとおりとする。 

表 6.2-1 上下部構造間の相対変位の拘束条件の例 

支承条件 橋軸方向 
橋  軸 

直角方向 
鉛直方向 橋軸回り 

橋  軸 

直角回り 

鉛  直 

軸 回 り 

固定支承 拘 束 拘 束 拘 束 拘 束 自 由 自 由 

可動支承 自 由 拘 束 拘 束 拘 束 自 由 自 由 

弾性支承 バ ネ* バ ネ* 拘 束** 拘 束** 自 由** 自 由** 

免震支承 バ ネ* バ ネ* 拘 束** 拘 束** 自 由** 自 由** 

注１）＊の条件は，橋軸方向及び橋軸直角方向の両方向に弾性支承あるいは免震支承で支持

される場合について示した。 
注２）＊＊の条件は，厳密にはバネ支持となるが，解析結果への影響は一般に小さいため，

このようにしてよいものとした。 

 

⑩ 弾性支承等の剛性を利用して慣性力の分散を図る場合には，積層ゴム支承の

ように変形によって剛性の変化しない支承では，その剛性をバネとしてモデ

ル化してよい。また，免震支承のように等価剛性が変形により変化する支承

においては，有効設計変位 uBe に相当する支承の剛性を用いるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2.8 免震支承の等価剛性 

⑪ 一般の固定支承及び可動支承として弾性支承（すべり型ゴム支承）を用いる

場合には，固有周期及び慣性力の算定において，弾性支承の剛性は考慮しな

いものとする。 

 

変 位 

荷
 
重
 

K2 

KB 
K1 

uy uBe uB 

KB 

K1,K2 

uy 

uBe 

 

uB 

：免震支承の等価剛性 

：一次剛性，二次剛性 

：降伏時の水平変位 

：免震支承の有効設計変位（= cB･uB）

 cB=0.7 とする 

：免震支承の設計変位 
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9) 連続桁が複数連続する場合のかけ違い橋脚においては，隣接する連続桁の影響

を考慮するものとする。 

① 橋軸方向には，両方の連続桁について隣接スパンの 1／2 の重量を付加したモ

デルによって水平反力の分担率を算出し，かけ違い橋脚における各々の分担

率が大きく異なる場合は，分担率を考慮した重量を付加して分担率の再検討

をおこない，最適な分担率に相当する重量をかけ違い橋脚の上部構造の慣性

力作用位置を表す節点に付加するものとする。 

② 橋軸直角方向には，隣接するスパンの上部構造重量の 1／2 を，かけ違い橋脚

の上部構造の慣性力作用位置を表す節点に付加するものとする。 

10) 地盤のバネ定数は「道示Ⅳ」を参照して求めるものとするが，この場合に用い

る地盤反力係数は，「道示Ⅳ9.5」によるものとするが，その基準値は「道示Ⅴ

4.1.5」に示される式（解 4.1.2）～（解 4.1.7）により求めるものとする。 

① 地盤の動的せん断変形係数を求める際の地盤の単位体積重量は，浮力を考慮

しないものとする。 

② 地盤の動的ポアソン比は，一般の沖積及び洪積地盤では地下水位以浅で 0.45，

地下水位以深で 0.5 とする。 

③ 耐震設計上ごく軟弱な粘性土層又は橋に影響を与える液状化が生じると判定

された土層においても，安全側の設計地震力を求めることに配慮し，土質定

数の低減は行わない。 

④ 岩盤における平均せん断弾性波速度 Vsi は，原則として弾性波速度あるいは

PS 検層による実測値を用いるものとする。 

6.2.4 地震時土圧  

地震時土圧は，「道示Ⅴ4.2」に規定される修正物部・岡部法により算出する。 

6.2.5 地震時動水圧  

レベル 1 地震動に対する限界状態 1 の照査における地震時動水圧の算定方法は，「道示

Ⅴ4.3」に規定される動水圧算定式により算出する。なお，レベル 2 地震動に対して水に

接する下部構造の耐荷性能の照査を行う場合には，地震時動水圧の影響を考慮すること

ができる解析モデルを用いた動的解析により地震時の挙動を解析するのがよい。 

 

6.3 レベル 1 地震動に対する限界状態の照査 

6.3.1 一般 

弾性域の振動特性を考慮した震度法による限界状態 1 の照査は，本編 5.2.4 に規定する

地震時土圧，本編 5.2.5 に規定する地震時動水圧，本編 5.3.2 に規定する慣性力を作用さ

せたときに各部材に生じる断面力，変位等を算出し，本編 5.3.4 による。 

6.3.2 慣性力の算定方法 

慣性力は，本編 5.2.3 に規定する設計振動単位の固有周期を算出し，構造物の重量に本

編 5.4.3 に規定する設計水平震度を乗じた水平力とし，これを設計振動単位の慣性力の作

用方向に作用させるものとする。 

  

→「道示」Ⅴ4.1.3 

（p.81～83）参照 
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1) 設計振動単位が１基の下部構造とそれが支持している上部構造部分からなる場

合，上部構造の慣性力として，当該の下部構造が支持している上部構造部分の

重量にレベル 1 地震動の設計水平震度を乗じた値を用いるものとする。 

2) 設計振動単位が複数の下部構造とそれが支持している上部構造部分からなる場

合，固有周期 T を算定する際に，橋の各部に生じる断面力を同時に求めておき，

その値にレベル 1 地震動の設計水平震度を乗じた値を用いるものとする。 

3) 上部構造と下部構造の連結部分が慣性力作用方向に対して可動の場合，上部構

造の慣性力として連結部分に支承の静摩擦力を作用させるものとする。ここで，

支承の静摩擦力は，支承に作用する死荷重による鉛直反力に可動支承の静摩擦

係数を乗じた値とし，静摩擦係数は以下に示すとおりとする。 

表 6.3-1 可動支承の摩擦係数 

摩擦機構 水平移動の機構（支承の種類） 摩擦係数 

ころがり摩擦 鋼製のローラー支承 0.05 

すべり摩擦 

鋼と鋼 0.25 

PTFE とステンレス鋼 0.10 

簡易ゴム支承（パット沓） バネ評価※ 

※ゴム支承の水平力はせん断変形によるものであるため，ゴム支承の水平

変位に伴う水平力を評価することを基本とする。 

 

6.3.3 設計水平震度 

1) 震度法に用いる設計水平震度は，式（6.3.1）により算出する。ただし，式（6.3.1）

による値が，0.1 を下回る場合には 0.1 とする。  

ｋｈ＝ｃｚ・ｋh0 （≧ 0.1） ......................................................... 式（6.3.1） 

ここに， ｋｈ ：レベル 1 地震動の設計水平震度（小数点以下 2 けたに丸める）  

 ｋh0 ：レベル 1 地震動の設計水平震度の標準値（表 6.3-2） 

 ｃｚ ：レベル 1 地震動の地域別補正係数（静岡市 1.0） 

表 6.3-2 レベル 1 地震動の設計水平震度の標準値ｋh0 

地盤種別 固有周期 T（s）に対するｋh0の値 

Ⅰ種 

T ＜ 0.1 

ｋh0=0.431・T1/3 

ただし，ｋh0≧0.16 

0.1 ≦ T ≦ 1.1 

ｋh0=0.20 

1.1 ＜ T 

ｋh0=0.213・T-2/3 

Ⅱ種 

T ＜ 0.2 

ｋh0=0.427・T1/3 

ただし，ｋh0≧0.20 

0.2 ≦ T ≦ 1.3 

ｋh0=0.25 

1.3 ＜ T 

ｋh0=0.298・T-2/3 

Ⅲ種 

T ＜ 0.34 

ｋh0=0.430・T1/3 

ただし，ｋh0≧0.24 

0.34 ≦ T ≦ 1.5 

ｋh0=0.30 

1.5 ＜ T 

ｋh0=0.393・T-2/3 

 

  

→「「道路橋支承便覧

（H30.12）」（日本道

路協会）2.5.1（p.41）

参照 

→「道示」Ⅴ4.1.6 

（p.93～98）参照 
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2) 同一の設計振動単位において，地盤種別が変化する場合には，橋脚ごとに異な

る設計水平震度が算出されているが，同一の設計振動単位においては，同じ地

震力を見込むことが望ましいため，同一の設計振動単位においては，同一の設

計水平震度（同一設計振動単位内で橋脚ごとに求めた設計水平震度のうち最大

値）を用いることを原則とする。ただし，土の重量に起因する慣性力及び地震

時土圧の算出に際しては，下部構造位置における地盤種別に応じて式（5.3.2）

により算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.3.1 レベル 1 地震動の設計水平震度の標準値 

 

3) 土の重量に起因する慣性力及び地震時土圧の算出に用いる設計水平震度ｋhg は

ｋhg＝cｚ･ｋhg0（式 5.3.2）で求められ，標準値ｋhg0 は地盤種別に応じて下記によ

る。 

表 6.3-3 土の質量に起因する設計水平震度の標準値ｋhg0 

地盤種別 Ⅰ種 Ⅱ種 Ⅲ種 

ｋhg0 0.16 0.20 0.24 

 

  



     Ⅵ．耐震設計 6.静的照査法による耐荷性能の照査方法 6.3 レベル 1 地震動に対する限界状態の照査 

                                                   
        静岡市道路橋計画・設計要領 

6.3.4 限界状態 1 の照査 

鉄筋コンクリート橋脚ならびに橋台の照査は「道示Ⅳ」，基礎の照査は「道示Ⅳ」，鋼

製橋脚ならびに鋼上部構造の照査は「道示Ⅱ」，コンクリート上部構造の照査は「道示Ⅲ」，

免震橋の照査は本編 8.2，支承部の照査は本編 10.1 の規定に基づいて行うものとする。 

 

表 6.3-4 限界状態 1 に対する主な照査項目 

限界状態 1 を満たす各 

部材の限界状態の組合せ 

耐荷性能の観点 

主な照査項目 照査において支配的

となる観点 
 

上
部
構
造 

本体 

力学特性が弾性

域を超えない限

界の状態 

耐震設計上の修復性 

耐震設計上の供用性 
耐震設計上の安全性 応答値＜部材の制限値 

伸縮

装置 

損傷が生じない

限界の状態 

耐震設計上の修復性 

耐震設計上の供用性 
耐震設計上の安全性 

地震時設計伸縮量 

＜伸縮装置の伸縮量 

支
承
部 

弾性

支承 
力学特性が弾性

域を超えない限

界の状態 

耐震設計上の修復性 

耐震設計上の供用性 
耐震設計上の安全性 

せん断ひずみ 

＜許容せん断ひずみ 

応答値＜部材の制限値 

鋼製

支承 
応答値＜部材の制限値 

橋脚及び 

橋  台 

力学特性が弾性

域を超えない限

界の状態 

耐震設計上の修復性 

耐震設計上の供用性 
耐震設計上の安全性 応答値＜部材の制限値 

基  礎 

基礎の力学的特

性が弾性域を超

えることなく，

基礎を支持する

地盤の力学的特

性に大きな変化

が生じない限界

の状態 

耐震設計上の修復性 

耐震設計上の供用性 
耐震設計上の安全性 

支持力＜許容支持力 

応答値＜部材の制限値応

答変位＜許容変位 

フーチング 

力学特性が弾性

域を超えない限

界の状態 

耐震設計上の修復性 

耐震設計上の供用性 
耐震設計上の安全性 応答値＜部材の制限値 
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6.4 レベル 2 地震動に対する限界状態の照査 

6.4.1 一般 

地震時保有水平耐力法による限界状態 2 又は限界状態 3 の照査は「道示Ⅴ8.3」による。 

 

6.4.2 慣性力の算定方法 

慣性力は，構造物の重量に本編 5.4.3 に規定する設計水平震度を乗じた水平力とし，こ

れを設計振動単位の慣性力の作用方向に作用させるものとする。 

 

6.4.3 設計水平震度  

1) レベル 2 地震動（タイプⅠ）の設計水平震度は，式（6.4.1）により算出する。 

kⅠh＝cⅠz kⅠh0  式（6.4.1） 

ここに， kⅠh  ：レベル 2 地震動（タイプⅠ）の設計水平震度 

  （小数点以下 2 けたに丸める） 

 kⅠh0 ：レベル 2 地震動（タイプⅠ）の設計水平震度の標準値（表 6.4-1） 

 cⅠz ：レベル 2 地震動（タイプⅠ）の地域別補正係数（静岡市 1.0） 

表 6.4-1 レベル 2 地震動（タイプⅠ）の設計水平震度の標準値 kⅠh0 

地盤種別 固有周期 T（s）に対する kⅠc0の値 

Ⅰ種 
T ＜ 0.16 

kⅠh0 = 0.16 T 1/3 

0.16 ≦ T ≦ 0.60 

kⅠh0 = 1.40 

0.60 ＜ T 

kⅠh0 = 0.996 T -2/3 

Ⅱ種 
T ＜ 0.22 

kⅠh0 = 2.15 T 1/3 

0.22 ≦ T ≦ 0.90 

kⅠh0 = 1.30 

0.90 ＜ T 

kⅠh0 = 1.21 T -2/3 

Ⅲ種 
T ＜ 0.34 

kⅠh0 = 1.72 T 1/3 

0.34 ≦ T ≦ 1.40 

kⅠh0 = 1.20 

1.40 ＜ T 

kⅠh0 = 1.50 T -2/3 

 

2) レベル 2 地震動の設計水平震度は，式（6.4.2）により算出する。 

kⅡh＝cⅡz kⅡh0  式（6.4.2） 

ここに， kⅡh  ：レベル 2 地震動（タイプⅡ）の設計水平震度 

  （小数点以下 2 けたに丸める） 

 KⅡh0 ：レベル 2 地震動（タイプⅡ）の設計水平震度の標準値（表 6.4-2） 

 cⅡz ：レベル 2 地震動（タイプⅡ）の地域別補正係数（静岡市 1.0） 

表 6.4-2 レベル 2 地震動（タイプⅡ）の設計水平震度の標準値 kⅡh0 

地盤種別 固有周期 T（s）に対する kⅡh0の値 

Ⅰ種 
T ＜ 0.3 

kⅡh0 = 4.46 T 2/3 

0.3 ≦ T ≦ 0.7 

kⅡh0 = 2.0 

0.7 ＜ T 

kⅡh0 = 1.24 T -4/3 

Ⅱ種 
T ＜ 0.4 

kⅡh0 = 3.22 T 2/3 

0.4 ≦ T ≦ 1.2 

kⅡh0 = 1.75 

1.2 ＜ T 

kⅡh0 = 2.23 T -4/3 

Ⅲ種 
T ＜ 0.5 

kⅡh0=2.38 T 2/3 

0.5 ≦ T ≦ 1.5 

kⅡh0 = 1.50 

1.5 ＜ T 

kⅡh0=2.57 T -4/3 

  

→「道示」Ⅴ4.1.1 

（p.71～73）参照 

→「道示」Ⅴ4.1.6 

（p.93～98）参照 
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また，砂質土層の液状化の判定に際しては，下表の地盤面における設計水平震度

の標準値を用いるものとする。 

土の重量に起因する慣性力及び地震時土圧の算出に用いる設計水平震度は以下に

よる。 

khg＝cｚ･khg0   式（6.4.3） 

khg＝cⅠｚ･khg0   式（6.4.4） 

khg＝cⅡｚ･khg0   式（6.4.5） 

 

ここに，標準値 khgは地盤種別に応じて下記による。  

表 6.4-3 地盤面における設計水平震度の標準値 

地盤面における設計水平震度の標準値 
地震動 

タイプ 

地盤種別 

Ⅰ種 Ⅱ種 Ⅲ種 

レベル 1 地震動 ― 0.16 0.20 0.24 

レベル 2 地震動 
タイプⅠ 0.50 0.45 0.40 

タイプⅡ 0.80 0.70 0.60 
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3) 同一の設計振動単位においては，同一の設計水平震度（同一設計振動単位内で

橋脚ごとに求めた設計水平震度のうち最大値）を用いることを原則とする。た

だし，土の重量に起因する慣性力及び地震時土圧の算出に際しては，下部構造

位置における地盤種別に応じて式（6.4.2），（6.4.3）により算出する。 

 

 

6.4.1 レベル 2 地震動（タイプＩ）の設計水平震度の標準値ｋⅠh0 

  

図 6.4.2 レベル 2 地震動（タイプⅡ）の設計水平震度の標準値ｋⅡh0 
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6.4.4 限界状態 2 又は限界状態 3 の照査  

鉄筋コンクリートの照査は本編 5.4.5，橋脚基礎の照査は 5.4.6，橋台基礎の照査は 5.4.7，

上部構造の照査は 5.4.8，支承部の照査は 5.4.9 の規定に基づいて行うものとする。 

一般的な桁橋で橋脚に主たる塑性化を考慮することを設計条件とした場合を例として，

限界状態 2 又は限界状態 3 の照査を行う時の各部材に対して設定される限界状態と主な

照査項目を表 6.4-4 及び表 6.3-4 に示す。 

 

表 6.4-4 限界状態 2 に対する主な照査項目 

（一般的な桁橋で，橋脚に主たる塑性化を考慮することを設計条件とした場合の例） 

限界状態 2 を満たす各 

部材の限界状態の組合せ 

耐荷性能の観点 

耐震設計の観点 照査において支配的

となる観点 
 

上
部
構
造 

遊間 
損傷が生じない限

界の状態 
耐震設計上の修復性 耐震設計上の供用性 

上部構造端部の 

遊間の設計値 

＜上部構造端部の遊間 

支
承
部 

弾性 

支承 

安定した力学的特

性を示す限界の状

態 
耐震設計上の修復性 

耐震設計上の供用性 

耐震設計上の安全性 

せん断ひずみ 

＜許容せん断ひずみ 

断面力＜耐力 

鋼製 

支承 

力学的特性が弾性

域を超えない限界

の状態 

断面力＜耐力 

橋  脚 

損傷の修復を容易

に行い得る限界の

状態 

耐震設計上の修復性 

耐震設計上の供用性 
耐震設計上の安全性 

慣性力 

＜地震時保有水平耐力 

残留変位 

＜許容残留変位 

基  礎 
副次的な塑性化に

留まる限界の状態 

耐震設計上の修復性 

耐震設計上の供用性 
耐震設計上の安全性 

設計水平地震力 

＜基礎の降伏耐力 

作用せん断力 

＜せん断耐力 

フーチング 

力学的特性が弾性

域を超えない限界

の状態 

耐震設計上の修復性 

耐震設計上の供用性 
耐震設計上の安全性 

作用曲げモーメント 

＜降伏曲げモーメント 

作用せん断力 

＜せん断耐力 
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表 6.4-5 限界状態 3 に対する主な照査項目 

（一般的な桁橋で，橋脚に主たる塑性化を考慮することを設計条件とした場合の例） 

限界状態 3 を満たす各 

部材の限界状態の組合せ 

耐荷性能の観点 

主な照査項目 照査において支配的

となる観点 
 

上
部
構
造 

遊間 
損傷が生じない

限界の状態 
耐震設計上の修復性 耐震設計上の供用性 

上部構造端部の遊間の

設計値 

＜上部構造端部の遊間 

支
承
部 

弾性 

支承 

安定した力学的

特性を示す限界

の状態 
耐震設計上の修復性 

耐震設計上の供用性 

耐震設計上の安全性 

せん断ひずみ 

＜許容せん断ひずみ 

断面力＜耐力 

鋼製 

支承 

力学的特性が弾

性域を超えない

限界の状態 

断面力＜耐力 

橋  脚 

橋脚の水平耐力

を保持できる限

界の状態 

耐震設計上の安全性  
慣性力 

＜地震時保有水平耐力 

基  礎 

副次的な塑性化

に留まる限界の

状態 

耐震設計上の修復性 

耐震設計上の供用性 
耐震設計上の安全性 

設計水平地震力 

＜基礎の降伏耐力 

作用せん断力 

＜せん断耐力 

フーチング 

力学的特性が弾

性域を超えない

限界の状態 

耐震設計上の修復性 

耐震設計上の供用性 
耐震設計上の安全性 

作用曲げモーメント 

＜降伏曲げモーメント 

作用せん断力 

＜せん断耐力 
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6.4.5 鉄筋コンクリート橋脚の照査  

(1) 限界状態 2 の照査 

鉄筋コンクリート橋脚の破壊形態が曲げ破壊型の場合は、「道示Ⅴ8.9」から「道示

Ⅴ8.11」の規定を満足したうえで，以下の 1)から 3)を満足する場合には，鉄筋コンク

リート橋脚の限界状態 2 を超えないとみなしてよい。 

 

1) 鉄筋コンクリート橋脚に生じる水平変位が，式（6.4.6）により算出する水平変

位の制限値を超えない。 

𝛿��� = 𝜉� Φ� 𝛿���  式（6.4.6） 

ここに， 

  𝛿����： 塑性化を期待する鉄筋コンクリート橋脚の限界状態 2 に 

対応する水平変位の制限値（mm） 

  𝛿��  ： 塑性化を期待する鉄筋コンクリート橋脚の限界状態 2 に 

相当する水平変位の特性値（mm）で，単柱式の鉄筋コンク 

リート橋脚に対しては「道示Ⅴ8.5」の規定により算出する。 

一層式の鉄筋コンクリートラーメン橋脚に対しては「道示Ⅴ 

8.7」の規定により算出する。 

  𝜉�  ： 調査・解析係数で，1.00 とする。 

  Φ�  ： 抵抗係数で，0.65 とする。 

 

2) 鉄筋コンクリート橋脚に生じるせん断力が，「道示Ⅴ8.6」に規定するせん断力の

制限値を超えない。 

 

3) 式（6.4.7）により算出する鉄筋コンクリート橋脚に生じる残留変位𝛿�が，残留

変位の制限値を超えない。ここで，残留変位の制限値は地震後に橋に求める機

能に応じて適切に設定しなければならない。個別に検討を行わない場合は，橋

脚下端から上部構造の慣性力の作用位置までの高さの 1/100 の値とすることを

原則とする。 

𝛿� = 𝑐� (𝜇� − 1)(1 − 𝑟) 𝛿��  式（6.4.7） 

ここに， 

  𝑐�  ： 残留変位補正係数で，0.6 とする。 

  r   ： 鉄筋コンクリート橋脚の降伏剛性に対する降伏後の二次剛性 

             の比で，零とする。 

  𝜇� ： 鉄筋コンクリート橋脚の最大応答塑性率で，鉄筋コンクリー 

ト橋脚の最大応答変位を𝛿��で除した値とする。静的解析によ 

る場合，最大応答塑性率は，式（6.4.8）により算出する。 

𝜇� = �
� ���������

�� �� + 1� 式（6.4.8） 

  

→「道示」Ⅴ8.4 

（p.177～183）参照 
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  𝑘��  ： レベル 2 地震動の設計水平震度の標準値で，地震動のタイプ 

に応じて「道示Ⅴ4.1.6」に規定する𝑘Ⅰ��又は𝑘Ⅱ��を用いる。 

  𝑊 ： 等価重量（N）で，式（6.4.9）により算出する。 

 

𝑊 = 𝑊� + 𝑐�𝑊� 式（6.4.9） 

  𝑐� ： 等価重量算出係数で，0.5 とする。 

  𝑊� ： 当該鉄筋コンクリート橋脚が支持している上部構造部分の 

重量（N）。 

  𝑊� ： 鉄筋コンクリート橋脚の重量（N）。 

 

(2) 限界状態 3 の照査 

鉄筋コンクリート橋脚の破壊形態が曲げ破壊型の場合は、「道示Ⅴ8.9」から「道示

Ⅴ8.11」の規定を満足したうえで，以下の 1)から 3)を満足する場合には，鉄筋コンク

リート橋脚の限界状態 3 を超えないとみなしてよい。 

 

1) 鉄筋コンクリート橋脚に生じる水平変位が，式（6.4.10）により算出する水平変

位の制限値を超えない。 

𝛿���� = 𝜉� 𝜉� Φ� 𝛿���  式（6.4.10） 

ここに， 

  𝛿����： 塑性化を期待する鉄筋コンクリート橋脚の限界状態 3 に 

対応する水平変位の制限値（mm） 

  𝛿��� ： 塑性化を期待する鉄筋コンクリート橋脚の限界状態 3 に 

相当する水平変位の特性値（mm）で，単柱式の鉄筋コンク 

リート橋脚に対しては「道示Ⅴ8.5」の規定により算出する。 

一層式の鉄筋コンクリートラーメン橋脚に対しては「道示Ⅴ 

8.7」の規定により算出する。 

  𝜉�  ： 調査・解析係数で，1.00 とする。 

  𝜉�  ： 調査・解析係数で，1.00 とする。 

  Φ�  ： 抵抗係数で，0.65 とする。 

 

2) 鉄筋コンクリート橋脚に生じるせん断力が，「道示Ⅴ8.6」に規定するせん断力の

制限値を超えない。 
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(3) 鉄筋コンクリート橋脚の破壊形態が曲げ損傷からせん断破壊移行型の場合及び

せん断破壊の場合は，以下の 1)及び 2)を満足する場合には，鉄筋コンクリート

橋脚の限界状態 1 を超えないとみなしてよい。 

1) 鉄筋コンクリート橋脚に生じる変位が，式（6.4.6）により算出する水平変位の

制限値を超えない。 

2) 鉄筋コンクリート橋脚に生じるせん断力が「道示Ⅴ8.6」に規定するせん断力の

制限値を超えない。 

 

(4) 鉄筋コンクリート橋脚の破壊形態が曲げ損傷からせん断破壊移行型の場合及び

せん断破壊型の場合は，(3)1)及び 2)を満足する場合には，鉄筋コンクリート橋

脚の限界状態 3 を超えないとみなしてよい。 

 

(5) 破壊形態の判定及び地震時保有水平耐力 

1) 単柱式の鉄筋コンクリート橋脚の破壊形態は，「道示Ⅴ8.5」の規定に基づいて算

出する終局水平耐力と「道示Ⅴ8.6」の規定に基づいて算出するせん断力の制限

値の大小関係から，曲げ破壊型，曲げ損傷からせん断破壊移行型，せん断破壊

型の 3 種類に分類することとされている。 

2) 一層式の鉄筋コンクリートラーメン橋脚の面外方向に対しては．上部構造の慣

性力が複数の柱部材によって分担される。このため面外方向に対しては，各柱

部材が分担する上部構造重量を算定し，これを支持する各柱部材をそれぞれ単

柱式の鉄筋コンクリート橋脚として，「道示Ⅴ8.3」の規定により地震時保有水

平耐力及び「道示Ⅴ8.4」の規定により限界状態 1，限界状態 2 及び限界状態 3

のそれぞれに対応する制限値を算出する。 

 

  

→「道示」Ⅴ8.3 

（p.172～177）参照 
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𝑃�：鉄筋コンクリート橋脚の地震時保有水平耐力（N） 

𝑃�：鉄筋コンクリート橋脚の終局水平耐力（N） 

𝑃�：鉄筋コンクリート橋脚のせん断力の制限値（N） 

𝑃��：荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数 CC＝1.0 として 

算出する鉄筋コンクリート橋脚のせん断力の制限値（N） 

𝛿�𝐸�：鉄筋コンクリート橋脚の限界状態 1 に対応する水平変位の制限値（mm） 

𝛿�𝐸��：塑性化を期待する鉄筋コンクリート橋脚の限界状態 2 に対応する水平変位の制限値（mm） 

𝛿�𝐸��：塑性化を期待する鉄筋コンクリート橋脚の限界状態 3 に対応する水平変位の制限値（mm） 

図 6.4.3 単柱式の鉄筋コンクリート橋脚の破壊形態の判定と地震時保有水平耐力及

び各限界状態に対応する変位の制限値の算出手順 

  



     Ⅵ．耐震設計 6.静的照査法による耐荷性能の照査方法 6.4 レベル 2 地震動に対する限界状態の照査 

                                                   
        静岡市道路橋計画・設計要領 

 

表 6.4-6 照査結果一覧表の例（単柱式鉄筋コンクリート橋脚） 

項目 記号 単位 
レベル 2地震動 

タイプⅠ 

レベル 2地震動 

タイプⅡ 

柱の塑性化   期待する 期待する 

耐震性の判定   OK OK 

応答変位に対する判定   δr≦δa OK δr≦δa OK 

応答変位 δr mm 61.19 98.25 

最大応答塑性率 μr  1.967 3.159 

水平変位の制限値 δa mm 110.16 110.16 

限界状態 1 δyEd mm 31.10 31.10 

限界状態 2 δls2d mm 110.16 110.16 

限界状態 1の変位の特性値 δyE mm 31.10 31.10 

限界状態 2の変位の特性値 δls2 mm 169.47 169.47 

残留変位に対する判定   δR ≦ δRa OK δR ≦ δRa OK 

残留変位の制限値 δRa mm 91.00 91.00 

慣性力作用位置 h m 9.100 9.100 

残留変位 δR mm 18.05 40.29 

残留変位補正係数 cR  0.6 0.6 

降伏剛性に対する 2次剛性の比 r  0.0 0.0 

水平耐力に対する判定   Pa≧0.4cz・W OK Pa≧0.4cz・W OK 

終局位置   基部 基部 

地震時保有水平耐力 Pa kN 6770.48 6770.48 

破壊形態   曲げ破壊型 曲げ破壊型 

終局水平耐力 Pu kN 6770.48 6770.48 

せん断力の制限値 
Ps0 

(係数 1.0) 
kN 10765.77 10765.77 

せん断力の制限値 Ps kN 9263.33 10014.55 

kh・W  kN 11598.34 15613.15 

設計水平震度 kh  1.30 1.75 

cz・kh0   1.3000 1.7500 

0.4cz・W  kN 3568.72 3568.72 

0.4cz   0.40 0.40 

せん断力に対する判定   Pres≦Psd OK Pres≦Psd OK 

作用せん断力 Pres kN 6770.48 6770.48 

せん断力の制限値 Psd kN 9263.33 10014.55 

斜引張破壊 Susd kN 9263.33 10014.55 

圧壊 Sucd kN 29440.00 29440.00 

等価重量 W kN 8921.80 8921.80 

等価重量算出係数 cp  0.5 0.5 

基礎照査に用いる設計水平震度 khp  0.83 0.83 

khp 算定に用いる耐力   Pu Pu 

耐力に大きな余裕   ない ない 

1.5・khc・W  kN 7053.74 9495.42 

余裕判定に用いる耐力 P  Pu Pu 

余裕判定に用いる khc   0.527 0.710 

水平変位の制限値の塑性率 μls2d  3.542 3.542 

降伏剛性 Ky kN/m 217678.11 217678.11 

柱部の断面 2次モーメント I m4 2.12343 2.12343 

はり部の断面 2次モーメント   剛体 剛体 
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6.4.6 橋脚基礎の照査  

1) 橋脚基礎の応答値は，「道示Ⅴ10.3」に規定する橋脚基礎に作用する力を考慮し

て算出する。「道示Ⅴ7.2」の規定により橋に影響を与える液状化が生じると判

定される場合は，液状化が生じる場合及び液状化が生じない場合のいずれも応

答値を算出する。「道示Ⅴ4.4.2」の規定により橋に影響を与える流動化が生じる

と判定される場合は，この影響のみを考慮した応答値も算出する。 

2) 橋脚基礎の塑性化を期待する場合には，「道示Ⅴ10.4」の規定により橋脚基礎の

応答塑性率及び応答変位を算出する。各部材に生じる断面力は，この応答塑性

率及び応答変位に達するときの値とする。 

3) 橋脚基礎天端の水平変位を算出する。各部材に生じる断面力は，この水平変位

に達するときの値とする。 

4) 杭基礎，ケーソン基礎，鋼管矢板基礎，地中連続壁基礎及び深礎基礎の限界状

態の制限値については，それぞれ「道示Ⅳ編 10.9,11.9,12.10,13.9 及び 14.8」の

規定による。 

5) 基礎の降伏に達するときの基礎天端における水平変位の 2 倍を超えない場合に

は，基礎の限界状態 2 を超えないとみなしてよい。このとき，限界状態に対応

する抵抗の制限値の設定にあたっては，地盤の流動力を考慮する必要のある範

囲内の土層の水平抵抗を考慮してはならない。 

6) 「道示Ⅴ2.3」に規定する地盤振動変位による局所的な影響に対しては，構造条

件，地盤条件等を適切に考慮して必要な配慮を行わなければならない。杭基礎

等の柔な構造の場合は，地盤振動変位に対して，少なくとも地盤振動変位の深

さ方向分布が急変する土層境界付近で塑性変形能を確保すれば，必要な配慮を

行ったとみなしてよい。 

 

 

図 6.4.4 橋脚の塑性化を期待する場合 

  

→「道示」Ⅴ10.2 

（p.234～237）参照 
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図 6.4.5 橋脚基礎の塑性化を期待する場合 

 

7) 「道示Ⅴ4.1」に規定する構造物の慣性力は，橋脚の塑性化を期待する場合には

式（6.4.11）により算出する設計水平震度を用いて算出する。橋脚の塑性化を期

待しない場合には，橋脚基部に生じる断面力を考慮する。 

𝑘�� = 𝑐�� 𝑘�� 式（6.4.11） 
ここに， 

  𝑘��：橋脚基礎の設計水平震度（小数点以下 2 桁とする） 

  𝑐��：橋脚基礎の設計水平震度の算出のための補正係数で 1.10 とする。 

  𝑘��：地震時に橋脚基部に生じる断面力を設計水平震度に換算したもの 

で，橋脚に塑性化を期待する場合には，式（6.4.12）により算出 

する。 

𝑘�� = 𝑃�/𝑊 式（6.4.12） 

  𝑃�：橋脚基礎が支持する橋脚の水平耐力（N）で，鉄筋コンクリート橋 

脚の場合には「道示Ⅴ8.5 5)」の規定により算出する終局水平耐力， 

鋼製橋脚の場合には「道示Ⅴ9.4 5)」の規定により算出する水平耐 

力を用いる。 

  W：等価重量（N）で，「道示Ⅴ 式（8.4.5）」により算出する。ただし， 

鉄筋コンクリート橋脚の破壊形態がせん断破壊型の場合には，「道 

示Ⅴ8.4(2)3)」に規定する等価重量算出係数𝑐�を 1.0 とする。 

 

8) 橋脚基礎の塑性化を期待する場合の橋脚基礎の応答塑性率及び応答変位は，橋

脚基礎の設計の水平震度を用いて，式（6.4.13）及び式（6.4.14）より算出する。 

𝜇�� = �
� �−(1 − 𝑟) + �1 − 𝑟 + 𝑟�𝑘��/𝑘������  (𝑟 ≠ 0)  式（6.4.13） 

𝜇�� = �
� �1 + 𝑟�𝑘��/𝑘������           (𝑟 ≠ 0)  

𝛿�� = 𝜇��𝛿��                    式（6.4.14） 

 

  

→「道示」Ⅴ10.3 

（p.237～239）参照 

→「道示」Ⅴ10.4 

（p.239～242）参照 
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ここに， 

  𝜇��：橋脚基礎の応答塑性率 

  𝛿��：橋脚基礎の変形による上部構造の慣性力の作用位置における 

     応答変位(m) 

  𝛿��：橋脚基礎の降伏変位(m)で，基礎形式別に「道示Ⅳ10.9,11.9,12.10 

     及び 13.9」の規定による。 

  𝑟  ：橋脚基礎の降伏剛性に対する二次剛性の比 

  𝑘���：基礎の降伏に達するときの水平震度（小数点以下 2 桁とする） 

  𝑘�� ：橋脚基礎の塑性化を期待する場合の水平震度（小数点以下 2 桁 

      とする） 

 

橋脚基礎の応答塑性率及び応答変位を算出するための設計水平震度は，式（6.4.15）

より算出する。 

𝑘�� = 𝑐�𝑐��𝑘��  式（6.4.15） 

ここに， 

  𝑐� ：減衰定数別補正係数で，側方地盤への振動エネルギーの逸散，基 

     礎本体及び地盤抵抗の非線形性の影響を考慮して適切に設定す 

     る。ケーソン基礎，杭基礎，鋼管矢板基礎及び地中連続壁基礎の 

     場合には，2/3 を用いることを標準とする。 

  𝑐�� ：レベル 2 地震動の地域別補正係数で，地震動のタイプに応じて「道

     示Ⅴ3.4」に規定するcⅠ�又はcⅡ�を用いる。 

  𝑘�� ：レベル 2 地震動の設計水平振動の標準値で，地震動のタイプに

     応じて「道示Ⅴ4.1.6」に規定するkⅠ��又はkⅡ��を用いる。 

表 6.4-7 橋脚基礎の照査における照査項目 

限界状態 
耐荷性能 
の観点 

照査項目 

副次的な塑性

化に留まる限

界の状態 

耐 震 設 計

上 の 修 復

性 耐 震 設

計 上 の 供

用性 

基礎の安定及び

基礎本体の修復

性に関する項目 

・基礎が降伏に達しない。 
・基礎の部材に生じる断面力は耐力を上回らない 

基礎の過大な変

位及び残留変位

に関する項目 

・基礎の安定及び基礎の修復性に関する照査項目の

照査により満足される。 

耐 震 設 計

上 の 安 全

性 

基礎の安定の喪

失に関する項目 ・耐震設計上の修復性及び耐震設計上の供用性に関

する照査項目に示される照査により満たされる。 基礎の課題な変

位に関する項目 

速やかな機能

回復に支障と

なるような変

形や損傷が生

じない限界の

状態 

耐 震 設 計

上 の 修 復

性 
 
耐 震 設 計

上 の 供 用

性 

基礎の安定及び

基礎本体の修復

性に関する項目 

・基礎の応答塑性率が塑性率の制限値以下とな

る。・基礎の部材に生じる断面力は耐力を上回ら

ない。 

基礎の過大な変

位及び残留変位

に関する項目 
・基礎天端での応答回転角が基礎の回転角の制限値

以下となる。 

耐 震 設 計

上 の 安 全

性 

基礎の安定の喪

失に関する項目 
・耐震設計上の修復性及び耐震設計上の供用性に関

する照査項目に示される照査により満たされる。 
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表 6.4-8 照査結果一覧表の例（橋脚杭基礎） 

（１）降伏していない場合の照査結果 

 

タイプ I地震動 

浮力無視 

(設計荷重) 

浮力考慮 

(設計荷重) 

押込み

側抗 

引抜き

側抗 

押込み

側抗 

引抜き

側抗 

フーチング下

面中心におけ

る作用荷重 

鉛直力 V kN 13386 11750 

水平力 H kN 11387 11387 

モーメント M kN・m 108255 108255 

杭頭反力 

鉛直反力 

PN kN 8201 -5601 8123 -5601 

PNU,PTU kN 13775 -5601 13775 -5601 

‐ ‐ PN＜PNU ‐ PN＜PNU ‐ 

水平反力 PH kN 1306 1245 1304 1246 

モーメント Mt kN・m 1679 1593 1901 1799 

地中部最大モーメント Mm kN・m -1150 -974 -1192 -1034 

最大曲げモーメント Mmax kN・m 1679 1593 1901 1799 

降伏曲げモーメント My kN・m 
2219 1752 2164 1752 

M＜My M＜My M＜My M≧My 

基礎の降伏の判定 ‐ ‐ 基礎は降伏しない OK 基礎は降伏しない OK 

杭基礎に生じるせん断力 S kN 11387 11387 

斜引張破壊に

対するせん断

力の照査 

制限値 ΣSusd kN 15524 15460 

判定 ‐ ‐ S≦ΣSusd OK S≦ΣSusd OK 

コンクリート

の圧壊に対す 

るせん断力の

照査 

制限値 ΣSucd kN 28419 28419 

判定 ‐ ‐ S≦ΣSucd OK S≦ΣSucd OK 

（２）降伏した場合の照査結果 

 

タイプⅡ地震動 

浮力無視 

(基礎が降伏した時) 

浮力考慮 

(基礎が降伏した時) 

押込み

側抗 

引抜き

側抗 

押込み

側抗 

引抜き

側抗 

フーチング下

面中心におけ

る作用荷重 

鉛直力 V kN 13386 11750 

水平力 H kN 13139 12073 

モーメント M kN・m 122205 112294 

杭頭反力 

鉛直反力 

PN kN 9771 -5601 8649 -5601 

PNU,PTU kN 13775 -5601 13775 -5601 

‐ ‐ PN＜PNU ‐ PN＜PNU ‐ 

水平反力 PH kN 1522 1429 1394 1315 

モーメント Mt kN・m 2219 1966 2164 1934 

地中部最大モーメント Mm kN・m -1477 -1298 -1323 -1170 

最大曲げモーメント Mmax kN・m 2219 1966 2164 1934 

降伏曲げモーメント My kN・m 
2219 1752 2164 1752 

M≧My M≧My M≧My M≧My 

基礎の降伏の判定 ‐ ‐ 基礎は降伏する 基礎は降伏する 

基礎の降伏震度 khyF ‐ 1.46 1.35 

基礎の塑性化を期待する 

場合の基礎の設計水平震度 

cD ‐ 2/3 2/3 

khF ‐ 1.17 1.17 

基礎の変位 

応答塑性率 μFr m ‐≦4 0K ‐≦4 0K 

フーチング 

回転角 
αFO rad 0.006≦0.02 0K 0.005≦0.02 0K 

杭基礎に生じるせん断力 S kN 13139 12073 

斜引張破壊に

対するせん断

力の照査 

制限値 ΣSusd kN 15619 15493 

判定 ‐ ‐ S≦ΣSusd OK S≦ΣSusd OK 

コンクリート

の圧壊に対す 

るせん断力の

照査 

制限値 ΣSucd kN 28419 28419 

判定 ‐ ‐ S≦ΣSucd OK ≦ΣSucd OK 
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6.4.7 橋台基礎の照査  

1) 橋台基礎のレベル 2 地震動に対する照査は，橋台及び橋台基礎に対する既往の

被災事例に鑑み，原則として橋に影響を与える液状化が生じると判断される地

盤上にある場合を対象として，橋台基礎に所要の耐力を付与するとともに，基

礎に損傷が生じた場合でも過大な残留変位が生じないように，「道示Ⅴ11 章」

の規定に基づいて行うものとする。ただし，橋台周辺地盤が橋に影響を与える

液状化が生じる地盤と判断された場合であっても，橋の機能の速やかな回復が

著しく困難とならないと判断される橋（たとえば両端に橋台を有する橋長 25m

以下の単径間の橋）や，構造形式上大きな変位が生じないと判断される場合等

には，レベル 2 地震動に対する橋台の照査を省略してもよい。  

2) 地盤に液状化が生じた場合に対する照査であるため，橋脚基礎の場合と同様，

橋台でエネルギー吸収を行うように設計することは必ずしも合理的でないこと

から，橋台基礎に主たる塑性化を考慮し，応答塑性率が塑性率の制限値以下で

あることを照査する。 

 

3) 橋台基礎の照査に用いる設計水平震度は，橋台及び橋台基礎の地震時挙動が背

面土の振動に支配されると考えられるため，地盤面における設計水平震度を考

慮するものとし，次式により算出する。 

kha＝cA c2Z khg0.................................................................................... 式（6.4.16） 

ここに， kha ：地震時保有水平耐力法による橋台基礎の照査に用いる設計 

  水平震度 

 cA ：橋台基礎の設計水平震度の補正係数（＝1.0） 

 c2Z   ：レベル 2 地震動の地域別補正係数で地震動のタイプに応じて

ｃⅠZ又はｃⅡZを用いる 

 khg0 ：レベル 2 地震動の地盤面における設計水平震度の標準値 

 

4) 橋台基礎の限界状態 2 の照査は，「道示Ⅴ11.4」の規定に準じてエネルギー一定

則により橋脚基礎の照査と同様に，橋台基礎の応答塑性率を推定し，この値が

塑性率の制限値以下となることを照査する。 

5) 液状化が生じると判断される地盤上にある橋台については，配筋要領に十分に

注意すること。 

 

なお，橋台基礎の応答値と制限値の詳細は，「道示Ⅴ1 章」を参照すること。 

 

  

→「道示」Ⅴ11.2 

（p.243～246）参照 

→「道示」Ⅴ11.3 

（p.247～248）参照 
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図 6.4.6 地震時保有水平耐力法による橋台基礎の耐震設計のフロー 

 

6.4.8 上部構造の照査  

上部構造のレベル 2 地震動に対する照査は，橋軸方向に地震力が作用する場合におけ

るラーメン橋，アーチ橋及び吊構造を有する橋，橋軸直角方向に地震力が作用する場合

における幅員に比較して固定支間長の長い橋等のように地震の影響を支配的に受ける上

部構造の部材を対象として行うものとする。この場合，上部構造を構成する部材に生じ

る応答値が，その制限値以下となることを照査しなければならない。ここで，上部構造

を構成する部材に対する制限値は，上部構造に対して設定した限界状態，上部構造の構

造形式，その部材の材料特性等に応じて「道示Ⅴ12 章」の規定により設定する。 

 

  

START

構造諸元の設定

レベル1地震動に対する

耐荷性能の照査

液状化に応じた土質定数の低減

終わり

OUT

液状化が生じる

基礎の応答塑性率

の照査

橋台基礎の

部材の照査

構造諸元の変更

常時荷重に対する設計

OUT

NO

YES

OK

OK

レ
ベ
ル
2
地
震
動
に
対
す
る

耐
荷
性
能
の
照
査

→「道示」Ⅴ12.2 

（p.252～253）参照 
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1) 上部構造においては，直接交通の供用に関わる部材であることから，耐震設計

上の観点からは，基本的に塑性化を生じさせないようにすることが望ましい。 

2) 地震の影響が上部構造の設計上支配的となるような構造形式の橋において，上

部構造に塑性化を生じさせない場合には，鋼上部構造に対しては荷重組合せ係

数を用いて「道示Ⅱ」により照査を行うものとする。また，コンクリート上部

構造に対しては「道示Ⅲ第 5 章」に規定される設計荷重作用時の照査を行うも

のとする。 

3) 鋼上部構造における主桁及びアーチリブ等については，塑性域での耐力及び変

形性能に関する知見が現時点においてもまだ未解明な部分が多いため，塑性化

を考慮しないことを原則とする。ただし，着目している部材について試験ある

いは詳細なる解析を実施することにより，その安全性を確認することができた

場合には，塑性化を考慮してもよい。 

 

4) プレストレストコンクリート上部構造によるラーメン橋については，上部構造

を塑性化させないことを基本とするが，地震時の塑性化を生じさせないことを

目的に，補強鉄筋を多く配置することによりプレストレスの損失が大きくなる

ことも予想されるため，主たる塑性化を橋脚に考慮するものとした上で，上部

構造に副次的な塑性化を考慮することも検討するものとする。 

 

なお，地震の影響を受ける上部構造の制限値の詳細は，「道示Ⅴ12 章」及び本編 9

章を参照すること。 

 

6.4.9 支承部の照査  

支承部は，支承部に生じる応答値が，その制限値以下となることを照査するものとし，

支承部の構造特性に応じて「道示Ⅴ13 章」及び本編 10 章の規定によるものとする。  

 

 

→「道示」Ⅴ13.1.3 

（p.267）参照 
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7. 地盤の液状化 

 
 

7.1 一般 

液状化が橋に及ぼす影響は，以下の 1)及び 2)により考慮する。また，橋に影響を与える

液状化が生じると判定される土層がある地盤では，「道示Ⅴ4.4」の規定に基づき，必要に

応じて地盤の流動化の影響も考慮する必要がある。 

1) 本編 7.2 の規定により影響を与える液状化が生じるか否かを判定する。 

2) 本編 7.2 の規定により橋に影響を与えると液状化が生じると判定された土層に

対して，本編 7.3 の規定により耐震設計上の土質定数を低減し，これを設計に

考慮する。 

 

7.2 橋に影響を与える液状化の判定 

(1) 橋に影響を与える液状化の判定は，(2)に該当する土層を対象として(3)により行

う。また，液状化の判定を行う必要がある土層の選定の手順を図 7.2.1 に示す。 

(2) 沖積層の土層で以下の 1)から 3)の条件全てに該当する場合には，地震時に橋に

影響を与える液状化が生じる可能性があるため，液状化の判定を行う。 

1) 地下水位が地表面から 10m 以内にあり，かつ，地表面から 20m 以内の深さに存

在する飽和土層 

2) 細粒分含有率 FC が 35％以下の土層又は FC が 35％を超えても塑性指数 IPが 15

以下の土層 

3) 50％粒径 D50が 10mm 以下で，かつ，10％粒径 D10が 1mm 以下である土層 

(3) 液状化に対する抵抗率 FL をレベル 1 地震動及びレベル 2 地震動のそれぞれに

対して「道示Ⅴ式（7.2.1）」より算出し，この値が 1.0 以下の土層については橋

に影響を与える液状化が生じると判定する。 
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図 7.2.1 液状化の判定を行う必要がある土層の選定の手順 
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7.3 耐震設計上の土質定数を低減させる土層とその扱い 

1) 本編 7.2 の規定により橋に影響を与える液状化が生じると判定された土層にお

ける耐震設計上の土質定数は，レベル 1 地震動及びレベル 2 地震動のそれぞれ

に対して算出した液状化に対する抵抗率 FLの値に応じて，表 7.3-1 に示す低減

係 DEを乗じることで低減させた値とする。ただし，低減係数 DE が 0 の土層は，

耐震設計上土質定数を 0 とする土層とする。 

表 7.3-1 土質定数の低減係数 DE 

FLの範囲 
地表面からの深度 

x（m） 

動的せん断強度比 R 

R≦0.3 0.3＜R 

FL≦1/3 
0≦x≦10 0 1／6 

10＜x≦20 1／3 1／3 

1/3＜FL≦2/3 
0≦x≦10 1／3 2／3 

10＜x≦20 2／3 2／3 

2/3＜FL≦1 
0≦x≦10 2／3 1 

10＜x≦20 1 1 

 

2) 耐震設計上の土質係数は，「道示Ⅴ3.5」の規定により，地盤反力係数，地盤反力

度の上限値及び最大周面摩擦力度とする。 

3) 土質定数を低減させる土層であっても，その重量を低減してはならない。 

4) 土質定数を低減させる土層における地震時土圧及び地震時動水圧は，考慮する

必要はない。 

5) 橋に影響を与える流動化が生じる可能性があると判定された場合の扱いは，「道

示Ⅴ4.4」の規定による。 
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8. 橋梁形式別による耐荷性能の照査方法 

 

 

8.1 地震時水平力分散構造 

8.1.1 設計一般 

(1) 照査方法 

ゴム支承を用いた地震時水平力分散構造は，限界状態 1 の照査を静的照査法により，

限界状態 2 及び限界状態 3 の照査を動的照査法により行うものとする。 

地震時水平力分散構造には，ゴム支承あるいは免震支承を用いた弾性固定方式によ

るものと，固定支承を用いた多点固定方式によるものが存在するが，ここでは前者の

ものを対象とする。ゴム支承を用いた地震時水平力分散構造が適している条件は，下

記のとおりである。 

① 橋脚高さが低く，下部構造の剛性が高い場合 

② 橋脚高さ，基礎構造形式及び基礎構造の規模が大きく異ならない場合 

③ 基礎構造の周辺地盤があまり軟弱でない場合 

④ 支承に負反力が生じない場合 

ゴム支承を用いた地震時水平力分散構造は，ゴム支承の変形により長周期構造にな

り，エネルギー一定則が成立しにくくなる複雑な挙動を示す橋梁構造形式に該当する

ため，限界状態 2 の照査は動的照査法によるものとする 

(2) 選定形式 

地震時水平力分散構造にゴム支承を用いる場合には，地震時水平力分散ゴム支承又

は免震支承を用いるものとする。地震時水平力分散構造に用いるゴム支承は，レベル

2 地震動に対しても上部構造から下部構造への地震時水平力の伝達が十分に可能と

なる地震時水平反力分散ゴム支承又は免震支承を用いるものとした。「道示Ⅴ」にお

いて免震設計を採用しないことが望ましい条件が示されているが，この条件はゴム支

承を用いた地震時水平力分散構造を用いる場合においても好ましい条件でないこと

に留意する。 

(3) 橋脚の照査 

ゴム支承を用いた地震時水平力分散構造の鉄筋コンクリート橋脚は，曲げ破壊型と

することを原則とする。地震時水平力分散構造においては，全ての橋脚で地震力を分

担し，ねばりのある構造とすることが望ましい。一部の橋脚においてせん断破壊が先

行する可能性を有すると，全体系としてのねばりを損なうことが想定されるため，曲

げ破壊先行となるように橋脚を設計する。ただし，壁式橋脚の橋軸直角方向など，曲

げ破壊型とすることが不合理となる場合には，この限りではないものとする。 

  

→本編 4.6 参照 
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(4) 地震時水平力の分散率の設定 

地震時水平力の分散率の設定にあたっては，橋脚躯体，基礎構造及び支承寸法等に

十分な配慮をおこなって決定すること。ゴム支承のバネ定数の設定方法としては，①

橋脚天端に作用する水平力，②橋脚下端における曲げモーメントのいずれかに着目し

ている場合が多いが，一般的には橋脚下端における曲げモーメントを均等化すること

が望ましい。 

ただし，基礎構造形式が杭基礎の場合には，水平力の影響が大きいためこれらの影

響も十分に考慮してゴム支承のバネ定数を設定することが望ましい。 

(5) 設計フロー 

地震時水平力分散構造の設計は，下記のフローによって行う。 

 

 

図 8.1.1 地震時水平力分散構造の設計フロー 

  

レベル2地震動に対する

耐荷性能の照査

レベル1地震動に対する

耐荷性能の照査

START

構造寸法の仮定

橋の固有周期Tの算出

分担重量Wuの算出

レベル1地震動に用いる設計震度Khの算出

静的照査法によるレベル1地震動に対する

限界状態1の照査

動的解析による応答値の算出

動的照査法によるレベル2地震動に対する

下部構造の限界状態2または3の照査

支承部の照査

終わり

落橋防止システムの設計

構造細目の設計

NG

NG

OK

OK

OK

NG

構造細目等の設計
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8.1.2 構造細目 

(1) 桁端部の遊間 

地震時に桁とパラペットとの衝突により損傷した場合に補修が容易でないことを

考慮し，桁遊間は，原則として地震時に桁と橋台又は橋脚の段違い部，あるいは，

隣接する桁どうしが衝突しないように，十分な遊間を設けるものとする。桁遊間は

原則として動的解析によって求める。 

1) 常時の桁の伸縮量は，温度変化，コンクリートのクリープ・乾燥収縮，桁の回

転などにより決定すること。 

2) 地震時の桁遊間は，本編 9.4.1（上部構造端部の遊間）により決定すること。た

だし，桁遊間が過度に大きくなる場合は別途協議する。 

(2) 伸縮装置の移動量 

伸縮装置は，レベル 1 地震動の地震力に対してはその機能を維持し，レベル 2 地震

動の地震力に対しては損傷してもよいものとする。なお，伸縮装置に求める機能は，

橋軸方向及び橋軸直角方向の支承条件に留意して設定すること。 

地震時の設計伸縮量は，本編 9.4.2（伸縮装置）により決定すること。 

 

8.2 免震構造  

8.2.1 一般 

1) 免震橋の採用は，橋の固有周期及びエネルギー吸収性能を増大させる効果を常

時，地震時の両面から検討した上で判断する。 

【免震橋を採用してはならない条件】 

① 基礎周辺の土層が，「道示Ⅴ7.3」に規定する「土質定数を耐震設計上零にす

る土層」に相当する場合。 

② 下部構造のたわみ性が大きく，もともと固有周期の長い橋。 

③ 基礎周辺の地盤が軟らかく，橋を長周期化することにより，地盤と橋の共振

を引き起こす可能性がある場合。 

④ 永続作用支配状況において，ゴム製の支承本体に引張力が生ずる場合。 

⑤ 基礎塑性化を期待する設計を行う場合。 

 

このような条件は，ゴム支承を用いた地震時水平力分散構造においても好ましい

条件でないことに十分留意するものとし ，このような場合には，構造形を根本的に

見直すこと，例えば多点固定方式あるいはラーメン構造等を考慮し，橋の耐荷性能

を高める工夫をおこなうものとする。また，Ⅲ種地盤に免震構造の採用を検討する

にあたっては，長周期化により慣性力の減衰効果を期待することが困難となること

が想定されるが，このような場合には減衰性能の向上を免震設計の基本として考え

るものとする。 

  

→もともと固有周

期の長い橋とは，支

点条件を全て固定

とした場合の固有

周期が 1.0 秒程度

以上の場合 

→「道示」Ⅴ14.2 
（p.297～301）参照 
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【免震橋に適している橋の条件】 

① 地盤が堅固で，基礎周辺地盤が地震時に安定している場合 

② 下部構造の剛性が高く，橋の固有周期が短い場合 

③ 多径間連続橋 

2) 免震橋の採用に際しては，エネルギー吸収性能の向上による減衰性の向上と地

震力の分散に重点を置き，過度な長周期化を図ってはならない。 

3) 免震橋の固有周期は，免震支承において確実にエネルギー吸収を図るとともに，

上部構造の地震時変位の増大が橋の機能に悪影響を与えないように定めるもの

とする。 

4) 免震支承の構造及び選定基準 

① 簡単な機構で完全に機能し，また，力学的な挙動が明確な範囲で使用するこ

と。 

② 地震動の継続時間中に安定して機能すること。 

③ 免震支承は，材質，機構等の面から長期的に安定して使用できること。また，

設計時と同等の特性を有する免震支承と取り替えることができる構造にして

おくこと。 

④ アンカーボルト等によって免震支承と桁，下部構造間の地震力の伝達が確実

にできること。 

⑤ 上記を満足する形式の中で，採用可能な支承形式（LRB や HDR など）を抽

出し経済比較を実施して，支承形式を選定すること。 

5) 免震橋を採用する場合には，設計で想定する変位が許容できるように，橋台，

橋脚等主要構造物と桁間に遊間を設けるものとする。 

6) 上部構造の地震時変位量を小さくする目的など，免震支承をエネルギー吸収に

よる地震力の低減を期待しない地震時水平力分散構造に用いる場合には，免震

橋の減衰定数に基づく設計地震動の低減を行ってはならない。免震支承のこの

ような使用法を採用するにあたっては本要領所管課と協議する。 
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8.2.2 免震橋の耐荷性能の照査 

1) 免震構造は，レベル 1 地震動に対しては静的照査法，レベル 2 地震動に対して

は動的照査法にて照査することを標準とする。 

2) 免震設計は，下記のフローによって行う。 

 

図 8.2.1 免震設計の設計フロー 

8.2.3 構造細目 

(1) 桁端部の遊間 

免震支承を用いて免震設計を行う場合の桁遊間は，設計で想定している変位を許容

できるように，原則として地震時に桁と橋台又は橋脚の段違い部，あるいは，隣接す

る桁どうしが衝突しないように，十分な遊間を設けるものとする。桁遊間は原則とし

て動的解析によって求める。 

レベル2地震動に対する

耐荷性能の照査

レベル1地震動に対する

耐荷性能の照査

START

構造寸法の仮定

橋の固有周期Tの算出

分担重量Wuの算出

レベル1地震動に用いる設計震度Khの算出

静的照査法によるレベル1地震動に対する

限界状態1の照査

動的解析による応答値の算出

動的解析によるレベル2地震動での
免震橋の耐荷性能照査

支承部の照査（免震支承）

終わり

落橋防止システムの設計

構造細目の設計

NG

NG

OK

OK

OK

NG

構造細目等の設計

レベル1地震動に用いる免震支承の
設計変位UB及び等価剛性KBの想定

免震支承の等価減衰定数hBの想定

レベル2地震動に用いる免震支承の

設計変位UB及び等価剛性KBの想定

→本編 4.5 参照 
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1) 常時のけたの伸縮量は，温度変化，コンクリートのクリープ・乾燥収縮，桁の

回転などにより決定すること。 

2) 地震時の桁遊間は，本編 9.4.1（上部構造端部の遊間）により決定すること。 

なお，以下に示す条件に該当する橋で，橋軸直角方向に上部構造の変位を拘束す

る目的で変位拘束構造を設ける場合には，この方向に対しては上部構造と下部構造

とに相対変位が生じないため免震効果を期待してはならない。 

① 斜角の小さい斜橋 

② 曲線橋 

③ 下部構造の頂部幅が狭い橋 

④ 1 支承線上の支承の数が少ない橋 

⑤ 流動化により橋軸直角方向に橋脚の移動が生じる可能性のある橋 

(2) 伸縮装置の伸縮量 

伸縮装置は，レベル 1 地震動の地震力に対してはその機能を維持し，レベル 2 地震

動の地震力に対しては応答変位を拘束しないように配慮するものとする。なお，伸縮

装置に求める機能は，橋軸方向及び橋軸直角方向の支承条件に留意して設定すること。 

地震時の設計伸縮量は，本編 9.4.2（伸縮装置）により決定すること。 

 

8.3 その他 

8.3.1 ラーメン橋 

ラーメン橋（上下部剛結構造）の設計上の留意点は以下の通りである。 

1) レベル 1 地震動に対しては，静的照査法により耐荷性能の照査を行うものとす

る。 

2) レベル 2 地震動に対しては，動的照査法により耐荷性能の照査を行うものとす

る。なお，構造系が単純で特定の振動モードが卓越し，主たる塑性化の生じる

部位が明確になっている場合には，プッシュオーバー解析とエネルギー一定則

等を組合せた静的照査法によって耐荷性能の照査を行ってもよい。 

① ラーメン橋の橋軸方向の破壊形態の判定は，橋脚上下端の塑性ヒンジが終局

曲げモーメントに達した状態を想定し，終局水平耐力を求め，破壊形態を判

定する。ラーメン橋の橋軸方向の終局水平耐力は，橋脚下端の塑性ヒンジ１

つが終局に達した時点としているが，各橋脚に作用する水平力はこの値より

大きくなることも想定されるため，各橋脚の上下端の塑性ヒンジが終局曲げ

モーメントに達した状態を想定して，次式により終局水平耐力を算定するも

のとした。 

Pu i＝ （Muu i＋Mul i）／hs I .............................................................................................. 式（8.3.1） 

ここに， Pu i ：橋脚の破壊形態判定時の終局水平耐力 

 Muu i ：橋脚上端の終局曲げモーメント 

 Mul i ：橋脚下端の終局曲げモーメント 

 hs i ：上下端塑性ヒンジの弾塑性回転バネ間距離 

  

→「道示」Ⅴ13.2.1 

（p.268～272）参照 

→「道示」Ⅴ13.3.7 

（p.293）参照 

→「道示」Ⅴ8.4 

（p.177～183）参照 

→本編 4.6 参照 



                     Ⅵ．耐震設計 8.橋梁形式別による耐荷性能の照査方法 8.3 その他 

                                                   
        静岡市道路橋計画・設計要領 

② ラーメン橋の橋軸方向地震力作用時の終局点は以下の理由により，いずれか

１つの塑性ヒンジが終局点に達した時点とする。 

A. 「道示Ⅴ」にはラーメン橋脚の終局の定義が示されているが，ラーメン橋は

ラーメン橋脚とは異なり，構造系が多様であり変形性能もさまざまとなり，

ラーメン橋脚のように一律に 4 つの塑性ヒンジを終局とすることには問題

を有する。 

B. ラーメン橋は一連の橋の中で各橋脚の高さや基礎構造形式が異なるため，下

部・基礎構造の剛性に差が生じ，剛性の高い橋脚の塑性ヒンジが早期に終局

に達してしまうことが考えられる。このようなラーメン橋においては，全て

の塑性ヒンジが終局に達した時点では，最初に終局に達した塑性ヒンジが崩

壊に達してしまうことも想定される。したがって，設計上の終局点としては

安全性を考慮し，１つの塑性ヒンジが終局に達した時点を橋梁の終局点とす

ることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.3.1 ラーメン橋（橋軸方向）設計時の終局点の例 

③ 静的照査法にて限界状態 2 及び限界状態 3 の照査を行う場合には，下部構造

慣性力の分布の影響により等価重量の算定方法が不明確となる。したがって，

橋全体系における降伏水平震度 khy を求め，レベル 2 地震動の設計水平震度

khc の直接比較を行うこととする。 

khc ＜ khy ........................................................................................... 式（8.3.2） 

ここに， khc ：レベル 2 地震動における設計水平震度 

 khy ：橋全体系における降伏水平震度 

④ 残留変位の照査にあたっては，橋全体系に対する非線形静的解析を行うこと

により，終局水平震度 khuを求め，エネルギー一定則を適用することにより次

式により最大応答塑性率μrT を算出し，残留変位δRを「道示Ⅴ8.4」に示され

る式（8.4.4）により算出する。 

μrT＝1／2{（cz・khc0／khu）2＋1} .................................................. 式（8.3.3） 

ここに， μrT ：橋全体系の最大応答塑性率 

 cz ：地域別補正係数 
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交角（θ）60°以上 

L 

b：橋梁幅員 

0 

⑤ ラーメン橋の橋軸直角方向の耐荷性能照査は，全体系の静的解析により固有

周期と上部構造重量の算定を行い，１基の下部構造のそれが支持する上部構

造部分を対象として，レベル 2 地震動に対する耐荷性能の照査を行うものと

する｡ 

3) レベル 2 地震動に対しては，動的解析において上部構造の部位についても応力

状態を照査する。なお，常時状態で生じている内部応力を復元しておく必要が

ある。 

8.3.2 曲線橋 

交角の大きい曲線橋の場合には，以下の事項に

留意して設計を行うものとする。交角の大きい曲

線橋とは交角が 60°以上を目安としてよい。 

1) 交角の大きい曲線橋は地震時に複雑な挙

動を示し，静的解析で破壊メカニズムを

想定できないため，レベル 1 地震動（線

形時刻歴応答解析），レベル 2 地震動（非

線形時刻歴応答解析）ともに動的解析に

より照査を行うものとする。 

図 8.3.2 曲線橋の交角 

 

2) 多径間の場合には，各橋脚にもっとも不利となる地震入力方向によって設計・

照査しなければならない。 

3) 固有周期の算定については，立体骨組モデルによる固有値解析をもって行うも

のとする。 

 

 

  

→本編 4.6 参照 

→「NEXCO 設計要

領 第 二 集 」 4-6

（p.3-47）参照 
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8.3.3 高橋脚 

1) 橋脚が 30m 程度以上の高橋脚の場合は，高次モードの影響が懸念されることか

らレベル 1 地震動（線形時刻歴応答解析），レベル 2 地震動（非線形時刻歴応答

解析）ともに動的解析により照査を行うものとする。 

2) 高橋脚においては，レベル 2 地震動時の発生する塑性ヒンジ領域の位置が明確

ではないため，動的解析を行うにあたっては，塑性ヒンジを設けず，柱全体を

非線形のＭ－φモデルとしてモデル化してよい。 

3) 許容残留変位の規定により設計が著しく不合理となるような場合においては，

橋全体としての耐荷性能確保の観点より許容残留変位を別途定めるものとする。 

 

8.3.4 偏心橋脚 

1) 偏心橋脚の場合は，「道示Ⅴ8.8」に準じて行うものとする。 

2) 偏心橋脚の偏心を受けている側の軸方向鉄筋と反対側の軸方向鉄筋の配筋は，

同じとする。 

3) 上部構造等が偏心しているために慣性力によって生じる橋脚のねじりモーメン

トは，一般には，変形適合ねじりモーメントであるので照査を省略してもよい。

ただし，これに伴い生じる他の部材の変形や変位に対しては照査する。 

4) 橋脚の 2 軸方向の応力状態を再現するためには，動的解析にて照査することが

望ましい。 

 

 

→本編 4.6 参照 

→本編 4.6 参照 

→「道示」Ⅴ8.4 

（p.177～183）参照 
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9. 地震の影響を受ける上部構造の制限値と上部構造端部構造 

 
 

9.1 一般  

1) 上部構造は，修復性や耐荷力の急激な低下の恐れなどの観点から塑性化を期待

する部材として選定しないことが基本となる。 

2) 地震の影響を受ける上部構造は，本編 4.5 の規定を満たすとともに，レベル 2 地

震動に対する応答値を算出するためのモデル及び上部構造の照査に用いる制限

値を適切に設定しなければならない。 

3) 限界状態 2 又は限界状態 3 の照査において，上部構造に塑性化を考慮する場合

には，鋼上部構造の耐力，許容変形量及び応答値を算出するためのモデルを本

編 9.2 の規定に基づいて，また，コンクリート上部構造の耐力，許容変形量及

び応答値を算出するためのモデルを本編 9.3 の規定に基づいて設定する。 

4) 限界状態 2 又は限界状態 3 の照査において，上部構造に塑性化を考慮しない場

合には，鋼上部構造に対しては荷重組合せ係数を用いて「道示Ⅱ」の照査法に

準じて，また，コンクリート上部構造に対しては「道示Ⅲ3 章」に規定する設

計荷重作用時の照査に準じて行うものとする。 

5) 支承部，落橋防止構造又は横変位拘束構造から地震力の作用を受けるような上

部構造の部位は，鋼上部構造では荷重組合せ係数を用いて「道示Ⅱ」の規定に

準じて，また，コンクリート上部構造では「道示Ⅲ10.5」の規定に基づいてそ

れぞれ設計する。 

6) 遊間及び伸縮装置等の上部構造端部構造に関する照査は，本編 9.4 の規定により

行うものとする。 

 

9.2 鋼上部構造 

9.2.1 構造細目 

(1) 支承端部の直上等の集中荷重を受け局部変形を生じる可能性のある部位には，

補剛材を設けて局部変形を防ぐとともに，桁が橋軸直角方向の地震力によって

面外変形を生じないように，横桁またはダイヤフラム等により補強しなければ

ならない。 

(2) 支承部とコンクリート上部構造との接続部は，「道示Ⅲ10.5」の規定による。 

 

 

 

→「道示」Ⅴ12.5.2 

（p.257～258）参照 

→「道示」Ⅴ12.1 

（p.251～252）参照 
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9.3 コンクリート上部構造 

9.3.1 プレストレスコンクリート箱桁の限界状態 

(1) プレストレスコンクリート箱桁の限界状態 1 

1) 曲げモーメント及び軸方向力を受けるプレストレスコンクリート箱桁が，「道示

Ⅱ5.2」から「道示Ⅱ5.4」の規定を満足したうえで，(2)を満足する場合には，限

界状態 1 を超えないとみなしてよい。 

2) 部材等に損傷が生じているものの，部材等の挙動が可逆性を有する限界の状態

を限界状態 1 として，「道示Ⅴ6.4」の規定に基づき，その限界の状態に対応す

る制限値を適切に設定したうえで，応答値がその制限値を超えない。 

 

(2) プレストレスコンクリート箱桁の限界状態 3 

1) 曲げモーメント及び軸方向力を受けるプレストレスコンクリート箱桁が，「道示

Ⅲ5.2」から「道示Ⅲ5.4」の規定を満足したうえで，(2)を満足する場合には，限

界状態 3 を超えないとみなしてよい。 

2) 部材等の挙動が可逆性を失うものの，耐荷力を完全には失わない限界状態を限

界状態 3 とし，「道示Ⅴ6.4」の規定に基づき，その限界の状態に対応する特性

値及び制限値を適切に設定したうえで，応答値がその制限値を超えない。 

 

9.3.2 構造細目 

1) コンクリート上部構造の鉄筋は，部材の塑性化の程度に応じて適切な継手構造

及び横方向鉄筋の形状を選定し，適切に配置しなければならない。 

2) 支承及び落橋防止構造から水平力の作用を受けるコンクリート上部構造の支点

部は，「道示Ⅲ13.3.1」の規定により設計する。 

 

 

→「道示」Ⅴ12.5.1 

（p.256）参照 

→「道示」Ⅴ12.3 

（ p.253 ） ,Ⅴ12.4

（p.254）参照 
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9.4  上部構造端部構造  

9.4.1 上部構造端部の遊間  

1) 上部構造端部においては，レベル 1 地震動及びレベル 2 地震動に対して，隣接

する上部構造どうし，上部構造と橋台または上部構造と橋脚の段違い部が衝突

しないように必要な遊間を設けることを原則とする。特に，免震支承によるエ

ネルギー吸収に期待する橋の場合においては，設計で考慮する免震効果が確実

に得られるように，必要な上部構造端部の遊間を設けなければならない。また，

地震時水平力分散構造においても，地震時に桁とパラペットとの衝突により損

傷した場合の補修が容易でないことを考慮し，必要な上部構造端部の遊間を設

けるものとした。ただし，桁遊間が過度に大きくなる場合は別途協議する。 

2) 上部構造端部に遊間を設ける場合には，遊間は式（9.4.1）により算出する値以

上とする。なお，本編 6 章に規定する動的照査法により照査を行う橋について

は，式（9.4.1）のｕSとして動的解析により求められる相対変位を用いる。 

 

 

us + LA （上部構造と橋台または橋脚の段違い部の間） 

SB＝   .... 式（9.4.1） 

cBus+ LA （隣接する上部構造の間） 

ここで， 

SB ：上部構造端部の必要遊間量（㎜） 

us ：レベル 2 地震動が作用した場合に遊間を算出する位置において生じる上部

構造と下部構造の間の最大相対変位（㎜） 

LA ：遊間量の余裕量（㎜）15 ㎜程度とする 

cB ：遊間量の固有周期差補係数で，隣接する 2 連の上部構造の固有周期差△T

に基づいて表 9.4-1 に示す値とする（㎜） 

表 9.4-1 遊間量の固有周期差別補正係数 cB 

固有周期差比△T/T1 cB 

0≦△T/T1<0.1 1 

0.1≦△T/T1<0.8 
2  

0.8≦△T/T1≦1.0 1 

          △T=T1-T2（T1≧T2） 

 

 

 

  

→「道示」Ⅴ13.2.1 

（p.268～272）参照 
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3) 動的解析照査の結果，桁遊間量が過度に大きくなる場合には，図 9.4.1 に示すよ

うなノックオフ構造等の検討を行い，本要領所管課と協議すること。 

① ノックオフ構造とは，大地震時に桁が橋台と衝突した場合，橋台のノックオ

フ部が裏込め地盤の方に移動できるようにしておき，桁と橋台の衝突による

影響を緩和するものである。 

② ノックオフ構造は，衝撃と制動を含んだ常時の交通荷重に対し，浮き上がり

や滑動を起こすことなく，長期にわたって安定した機能を果たすものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.4.1 ノックオフ構造の例 

9.4.2 伸縮装置  

1) 伸縮装置の伸縮量は，2)に規定するレベル 1 地震動に対する照査においてその機

能が確保されるように設計する。 

2) 伸縮装置の伸縮量は，式（9.4.2）により算出するレベル 1 地震動に対する地震

時設計伸縮量以上を確保する。ただし，「道示Ⅰ10.3.3」に規定する設計伸縮量

の方が大きい場合には，その値を下回ってはならない。  

δＲ + LA （上部構造と橋台間） 

LER＝   ......... 式（9.4.2） 

cBδＲ+ LA （隣接する上部構造の間） 

ここで， 

LER ：伸縮装置の地震時設計伸縮量（㎜） 

LA ：伸縮量の余裕量（㎜）15 ㎜程度とする。 

δＲ ：レベル 1 地震動が作用した場合に伸縮装置の位置における上部構造と下部

構造と相対変位（㎜） 

cB ：遊間量の固有周期差補係数で，隣接する 2 連の上部構造の固有周期差△Ｔ

に基づいて表 9.4-1 に示す値とする。（㎜） 

3) 伸縮装置は，レベル 1 地震動が作用したときに伸縮装置本体及び取付部材に生

じる断面力以上の耐力を確保する。この場合，伸縮装置本体及び取付部の耐力

は，荷重組合せ係数から算出してよい。 

 

 

アスファルト舗装 

ノックオフ部 

制動荷重 
輪荷重 

支承 

桁 
ア
ン
カ
ー
筋

 

橋 台 

→「道示」Ⅴ13.2.2 

（p.272～274）参照 
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10. 支承部の照査 

 
 

10.1 一般 

(1) 支承部は，橋全体構造の一部として重要な部位である。 

支承部とは，下記の性能を確保するため上部構造と下部構造との接合部に設置され

る支承本体，アンカーボルトやセットボルト等の上下部構造との取り付け部材及び沓

座モルタルを含む支承本体に取り付く上下部構造部分をいう。支承部に必要な機能を

整理すると以下のとおりである。 

1) 基本的な機能 

① 荷重伝達機能 

支承部には，上部構造に作用する荷重を確実に支持して下部構造へ伝達する機能

が必要である。荷重伝達機能を分類すると，鉛直方向力を支持し路面の平坦性を確

保するために必要な“鉛直力伝達機能”と水平方向力を支持することで路面の平坦

性を確保するために必要な“水平力伝達機能”となる。 

② 変位追随機能 

変位追随機能は，上部構造の移動や回転などの変位に追随し，上部と下部構造の

相対変位を吸収する機能である。常時，暴風時及び地震時に上部と下部構造の間に

生じる水平変位に確実に追随するための“水平移動機能”と荷重の載荷による上部

構造のたわみやねじれ変形によって生じる回転変位に追随する“回転機能”に分類

される。 

2) 振動に対する付加的な機能 

① 減衰機能 

減衰機能は，材料の非線形性を利用した履歴減衰（鉛材料や高減衰ゴム材料等），

部材間の摩擦を利用した摩擦減衰，粘性材料を利用した粘性減衰などにより振動エ

ネルギーを吸収する機能であり，地震力の低減効果が最も期待できる。 

② アイソレート機能 

アイソレート機能は，支承部において水平抵抗をやわらげ，地震時慣性力の伝達

を低減する機能である。一般には，部材間のすべりによる方法と，水平方向に柔ら

かいゴム材料を使用して大きくせん断変形させる方法がある。 

③ 振動抑制機能 

橋の上部構造と下部構造の間には橋の振動を制御する目的で，支承とは別に振動

抑制装置を設ける場合がある。橋に適用される振動抑制装置としては，構造物の振

動エネルギーを構造物の相対変位に比例した減衰力で散逸させる粘性ダンパーや

摩擦ダンパーなどのエネルギー吸収装置などが代表的である。 

支承部の設計にあたっては，橋の構造系において支承部が果たすべき役割や性能

を十分認識しておく必要がある。  

→「道示」Ⅰ10.1.1 

（p.163～165）参照 
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支承部には，橋の形式に応じ様々な機能が必要となる。橋の形式と支承部の機能の

一般的な関係を表 10.1-1 に示す。 

表 10.1-1 橋の形式と支承部の機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 支承部には荷重伝達機能，変位追随機能など複数の機能が求められるが，これ

までは機能を集約した機能一体型の支承部構造が多く採用されてきた。しかし

単一の部材に複数の機能を保持しようとすると構造が複雑になることや，一部

の局部的な損傷や耐久性の低下による機能損失が他の機能にも影響を与えるこ

とから，近年では機能分離型の支承部の採用事例もある。 

 

機能一体型と機能分離型の特徴と適用方法について以下に述べる。 

① 機能一体型 

機能一体型とは，一つの支承部に複数の機能を一体化させた構造である。機能一

体型の支承部の場合は，支承部単体でレベル 1 及びレベル 2 地震動により生じる水

平力及び鉛直力に対して支承単体で抵抗する構造である。 

② 機能分離型 

機能分離型とは，一支承線上に異なった材料や機能を複合的に使用する支承構造

である。荷重の種類に応じて抵抗する機能を分類すると，固定支持型，可動支持型，

弾性支持型，変位拘束型に分類できる。 

 

 

桁橋 

鉛直力伝達 
水平力伝達 
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10.2 支承部の基本条件 

(1) 支承部は，簡単な機構で確実に機能する構造としなければならない。 

(2) 支承部は，本編 4.5（4）の規定に基づき，以下に示す力学的特性が，使用され

る条件を考慮した実験により明らかでなければならない。 

1)  支承部の機能が失われる状態が明らかであり，その状態に対する安全性が確

保できること 

2)  供用期間中に発生する地震による作用に対して安定して挙動すること 

 

(3) 本編 4.5（4）の規定に基づき，地震による作用を受ける支承部の力学的特性を

評価する方法が明らかでなければならない。 

 

10.3 支承部のモデル化 

(1) エネルギー吸収を期待する免震支承は，使用される条件を考慮した実験に基づ

いて水平力と水平変位の関係を適切に評価できる非線形履歴特性を設定しなけ

ればならない。 

(2) エネルギー吸収を期待しない弾性支承は，線形モデルとしてモデル化し，使用

される条件を考慮した実験に基づいてその剛性を適切に設定しなければならな

い。 

 

10.4 支承部の照査 

1) 支承部の照査は，それぞれ，本編 10.5 に規定する設計地震力を用いて，「道示Ⅴ

13.1.1」の規定により行うものとする。支承部（ゴム支承）の照査項目及び制限

値を表 10.4-1 に示す。支承部の支承本体及び取付部材の耐力算定にあたっては，

荷重組合せ係数から算出する。 

 

  

→「道示」Ⅴ13.1.4 

（p.268）参照 

→「道示」Ⅴ5.2 

（p.125）参照 

→「道示」Ⅴ13.1.1 

（p.259～264）参照 
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表 10.4-1 支承部の照査項目及び制限値 

照査項目 照査内容、制限値 

最大圧縮応力度 

σmax 

σmax≦σmaxa 

σmaxa＝8.0N/㎟（S1＜8） 

σmaxa＝St(8≦S1＜12） 

σmaxa＝12.0N/㎟（S1≧12） 

ここに， 

St：一次形状係数 

σmaxa：最大圧縮応力度の制限値 

最小圧縮応力度 

σmin 

σmin≦σmina 

σmin＝1.5N/㎟ 

ここに， 

σmina：最小圧縮応力度の制限値 

応力振幅 

Δσ 

Δσ－σmax－σmin≦Δσa 

Δσa＝5.0N/㎟（S1≦8） 

Δσa＝5.0+0.375(S1－8.0)N/㎟（S1＞8） 最大 6.5N/㎟とする 

ここに， 

Δσa：応力振幅の制限値 

水平せん断ひずみ 

γsa 

永続作用支配状況 γs≦γsa(70%) 

変動作用支配状況 γsw≦γsa(150%) 

ここに， 

γs：永続作用支配状況のせん断ひずみ 

γsw：変動作用支配状況のせん断ひずみ 

γsa：水平せん断ひずみの制限値 

回転変位 δr≦δc/fv 

ここに， 

δr:桁の回転によるゴム支承縁端での変位量 

δc:ゴム支承の圧縮変位量（mm） 

 fv:補正係数で 1.3 とする 

表 10.4-2 局部せん断ひずみの制限値 

 材料の種類 
JIS K 6397 

による略号 
呼び 

制限値 

（％） 

天然ゴム 天然ゴム NR 

G6 400 

G8 365 

G10 365 

G12 330 

G14 300 

クロロプレンゴム クロロプレンゴム CR 

G8 300 

G10 300 

G12 300 

高減衰ゴム 
天然ゴムあるいは 

合成ゴム 
― 

G8 430 

G10 400 

G12 365 

 

2) 支承部は，その性能を確実に確保するために，本編 10.6 に規定する支承部の構

造と 9.2.2 及び 9.3.2 に規定する上部構造の構造細目に配慮する。 

 

 

 

→「道路橋支承便覧

（H30.12）」（日本道

路協会）4.6.2 

（p.222～233）参照 
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10.5 支承部の照査に用いる設計地震力  

(1) 支承部の照査に用いる設計地震力には，設計水平地震力と設計鉛直地震力を考

慮しなければならない。設計水平地震力と設計鉛直地震力は，静的照査法によ

る場合は（2）の規定に，また，動的照査法による場合は（3）の規定に基づい

て算出する。 

1) レベル 2 地震動の設計水平地震力は，橋脚に塑性化を考慮する場合には橋脚の

終局水平耐力に相当する水平力，また，基礎に塑性化を考慮する場合には基礎

の最大応答変位に相当する水平力とする。 

(2) 静的照査法により耐荷性能の照査を行う橋の支承部の設計地震力は，以下によ

り算出する。 

1) レベル 1 地震動に対する支承部の設計地震力は，本編 6.3.2 の規定に基づく慣性

力に相当する水平力とする。 

2) レベル 2 地震動に対する支承部の設計水平地震力は，本編 6.3.3 の規定に基づく

慣性力に相当する水平力とする。ただし，鉄筋コンクリート橋脚の塑性化を考

慮する場合においては「道示Ⅴ8.5」の規定により算出する橋脚の終局水平耐力

に相当する水平力，また，基礎に塑性化を考慮する場合においては「道示Ⅴ10.4」

の規定に基づく橋脚基礎の変形による上部構造の慣性力の作用位置における応

答変位に相当する水平力とする。 

3) 支承部の下向き及び上向きの設計鉛直地震力は次式により，レベル 1 地震動及

びレベル 2 地震動に対して算出する。この場合，支承部の照査に用いる設計鉛

直地震力及び反力はいずれも下向きを正とする。 

RBmax = RD +√（RHEQ
2+RVEQ

2） .................................................................................. 式（10.5.1） 

RBmin = RD -√（RHEQ
2+RVEQ

2） ................................................................................... 式（10.5.2） 

ここに，RBmax：支承部の照査に用いる下向きの設計鉛直地震力（kN） 

 RBmin ：支承部の照査に用いる上向きの設計鉛直地震力（kN） 

 RD ：上部構造の死荷重により支承に生じる反力（kN） 

 RHEQ ：式（10.5.1）及び式（10.5.2）に規定する支承部の設計水平地震 

       力 

  が支承線方向に作用したときに支承部に生じる鉛直方向の 

  反力（kN） 

 RVEQ ：設計鉛直震度によって生じる鉛直方向の地震力（kN） 

  で，式（10.5.3）により算出する。 

RVEQ＝±kVRD .............................................................................................................................. 式（10.5.3） 

 kV ：設計鉛直震度で，レベル 1 地震動に対しては「道示Ⅴ4.1.6」に，

また，レベル 2 地震動に対しては「道示Ⅴ4.1.6」にそれぞれ規

定する地盤面における設計水平震度に，表 10.5-1 に規定する係

数を乗じた値とする。 

 

 

→「道示」Ⅴ13.1.1 

（p.259～264）参照 
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表 10.5-1 設計水平震度に乗じる係数 

 レベル 1 地震動 レベル 2 地震動 

タイプⅠ タイプⅡ 

係数 0.5 0.5 0.67 

 

(3) 動的照査法により耐荷性能の照査を行う橋の支承部の設計地震力は，以下によ

り算出する。 

1) レベル 1 地震動及びレベル 2 地震動に対する支承部の設計水平地震力は，「道示

Ⅴ5.2」の規定に基づく動的解析により算出した支承部の最大応答値を用いる。 

2) レベル 1 地震動及びレベル 2 地震動に対する設計鉛直地震力は，動的照査法に

より求めた支承部の応答値を用いて算出した鉛直方向の反力 RHEQ と式（10.5.3）

により算出する鉛直方向の地震力 RVEQ を用いて，式（10.5.1）及び式（10.5.2）

により算出する。 

 

10.6 支承部の構造  

(1) 支承部としてねばりのある挙動をする材料及び構造を採用するとともに，応力

集中が生じにくい構造としなければならない。 

(2) 支承部は，支承本体の取替えが可能な構造を標準とする。 

(3) 支承部が取り付けられる上下部構造の部位は，支承部の維持管理の確実性及び

容易さ並びに支承部の取替えに配慮した構造とするのがよい。 

(4) 限界状態 2 を確保する橋の支承部においては，支承部に破壊が生じた場合にお

いても，上部構造を適切な高さに支持できるように，本編 10.7 の段差防止構造

の設置が有効である。また，橋軸直角方向への上部構造の残留変位が過大にな

らないように，１支承線上の支承数が少ない構造を避ける等，構造的な配慮を

しなければならない。 
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10.7 段差防止構造  

1) 段差防止構造は，支承が破損した場合でも上部構造を適切な高さに支持できる

構造とする （被災後の上部構造の沈下量として 50mm～100mm 程度以下） 。 

2) 段差防止構造は，ゴム支承の場合は支承からの逸脱が考えにくいため一般に設

置していないが，支承高が大きい（一般的には高さ 40 ㎝程度以上の）鋼製支承

を用いる場合には設置することが望ましい。 

3) 具体的には，予備のゴム支承を設けたり，コンクリート等による台座を設ける

構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10.7-10.7.1 段差防止構造例 

 

 

 
 

 
 

  

主桁 主桁 

段差防止構造 

鋼製支承 
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11. 落橋防止システム  

 
 

11.1 設計の基本  

1) 上部構造の落下防止対策として，桁かかり長，落橋防止構造及び横変位拘束構

造から適切に選定した落橋防止システムを設置しなければならない。  

2) 落橋防止システムは，橋軸方向に対しては ，橋の形式，地盤条件等に応じて，

上部構造の端支点を支持する下部構造において桁かかり長を確保するとともに，

落橋防止構造を適切な箇所に設置し，また，橋軸直角方向に対しては，上部構

造の橋軸直角方向への移動により落橋する可能性のある橋に対して横変位拘束

構造を適切な箇所に設置する。 

3) 上部構造の橋軸直角方向への移動により落橋する可能性のある橋とは，以下の

条件のいずれかに該当する橋とする。 

 ・上部構造の構造条件や幾何学的条件から，支承部の破壊後に上部構造が

隣接桁や橋台の拘束を受けずに回転できる橋で，かつ径間数が１径間ま

たは２径間の一連の上部構造を有する橋 

   ・下部構造の頂部幅が狭い橋 

4) 落橋防止システムの構成は，表 11.1-1 に示すとおりとする。 

表 11.1-1 落橋防止システム構成 

方向 
落橋防止 

システム 

橋台 
中間橋脚 備考 

かけ違い橋脚 

橋軸 

桁かかり長 〇 -   

落橋防止構造 〇 - 

「道示Ⅴ13.3.2」に

該当する場合に省略

可能 

橋軸 

直角 

横変位拘束構

造 

△（「道示Ⅴ13.3.3」に

該当する場合に設置） 

△（「道示Ⅴ13.3.3」に

該当する場合に設置） 
  

凡例 〇：設置する △：必要に応じて設置する －：設置不要 

 

 

→「道示」Ⅴ13.3 

（p.275～296）参照 
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11.2 落橋防止システムの構成選定の流れ 

 

*支承部が破壊した後に上部構造の橋軸方向の応答変位が過大となった場合にも， 
上部構造の他端部が橋台のパラペットに衝突し，パラペットや橋台背面の地盤の抵抗により 

上部構造の応答が拘束されることで，落橋防止構造と同等の役割を果たすとみなすことができる条件。 

図 11.2.1 落橋防止システム構成の選定フロー 

 

(1) 落橋防止構造の設置を省略してもよい橋 

1) 橋軸方向に大きな変位が生じにくい構造特性を有する橋 

以下一連の上部構造を有する橋とは，単支間又は連続支間の橋を指し，単純橋が

連続する場合又は床版のみを連結し，主桁を連結しない構造はこれに含まれない。 

なお，下記②，③において当該上部構造を支持する下部構造及びこれに隣接する

上部構造を支持する下部構造が，「道示Ⅴ13.3.5(1)(2)の解説 1」に示される変状が生

じる可能性のある地盤に設置される場合には，橋の構造条件や支点条件に応じて，

適切な落橋防止対策を個別に検討する必要がある。 

 

  

桁端部

橋軸方向の

落橋防止対策 桁かかり長の確保

終わり

落橋防止構造の設置

始め

落橋防止構造の

省略可

横変位拘束構造の設置

連続桁
中間支点No

Yes

落橋防止構造の

省略可否の判定*)

Yes

省略不可

13.3.4(4)の1)

または2)に該当

13.3.4(4)の1)

または2)に該当
Yes

No

横変位高速構造の

設置不要

横変位高速構造の

設置不要

No
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① 両端が橋台に支持された一連の上部構造を有する橋 

ただし，背面土等がない特殊な形式や橋台平面土に軽量盛土を用いた橋脚と同

様の振動特性を有する橋台の場合には，一般的な条件の橋台のように橋台の背面

の地盤の抵抗が期待できない可能性があるため，本条件には該当しない。 

また，他端部の遊間量に相当する水平変位が上部構造に生じても，当該支点に

おいては落橋を防止するために十分な桁かかり長が確保されていることが前提

である。 

    このため，他端部の遊間量が 0.5m を上回る場合は，「道示Ⅴ13.3.5」の規定に

より設定される桁かかり長に「道示Ⅴ 式（解 16.1.1）」による桁かかり長に付

加する長さ SEM‘を加える。 

② 橋軸方向に４基以上の下部構造において弾性支持または固定支持される一連

の上部構造を有する橋 

ただし，各下部構造において慣性力の分担が均等ではなく，レベル 2 地震動に

よる一連の上部構造の重量による慣性力のうち，その 50％を超える慣性力を１

つの弾性または固定支持される支点が分担しているような，１点固定の連続橋の

条件に類似する構造はこれに含まれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11.2-2 橋軸方向に４基以上の下部構造において弾性支持または固定支持される

一連の上部構造を有する条件の例 

 

③ ２基以上の下部構造が剛結される上部構造を有するラーメン橋 

 

 

 

 

図 11.2-3 ２基以上の下部構造が剛結される上部構造を有するラーメン橋の例 

 

2) 端支点の鉛直支持が失われても上部構造が落下しない構造特性を有する橋 

   ・張出し架設によるラーメン橋の端支点などで，活荷重及び衝撃以外の主荷重

による作用のみを考慮する場合に支点反力が生じないまたは負反力が生じ

る端支点の場合 
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11.3 落橋防止システムの構成の基本的な考え方  

11.3.1 落橋防止システムのメカニズム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 11.3.1 落橋防止システムのメカニズム 

 

①常時 

伸縮装置 
落橋防止構造 

SEが基本 

一連の上部構造 

支承 

段差防止構造 

伸縮装置の移動量以下 

ゴム支承せん断ひずみ 250％以下 

伸縮装置の破壊 

③大規模 
地震時 
（レベル 2 
地震動） 

落橋防止構造 
の作動 

段差防止構造の作動 

0.25Se 

③支承破壊後の状況 
（落橋防止構造作用時） 最大移動量発生時≦0.75Se 

落橋防止構造機能 

→「平成 8 年度 道
路耐震設計ガイドブ
ック（案）（材）国土
開発技術研究センタ
ー」参照 

②中小規模 
地震時 
（レベル 1 
地震動） 

荷重（レベル 1地震動相当）H≦khRd 
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11.4 桁かかり長 

1) 落橋防止システムとして，桁かかり長を確保することを基本とする。 

2) 下部構造や支承が破壊し，上下部構造に予測しない大きな相対変位が生じた場

合にも，桁かかり長を確保することにより落橋を防止する。  

3) 橋脚高さが非常に高い橋では，必要桁かかり長が大きな値となる場合が考えら

れるが，このような場合でも必要桁かかり長を確保することが求められる。こ

のため，桁かかり長が橋の構造上過度に不合理となる場合には，動的解析結果

等も参考にしながら，下部構造の剛性を大きくする等の構造的な配慮を行うの

がよい。 

4) 桁かかり長の算出は，桁かかり長を求めようとする支点の支承条件に応じて，

以下のように行う。 

【固定支承部】  

支承部の最大応答変形量ｕR は支承幅の 0.5 倍とする。なお，支承幅は以下の

通りとする。 

   鋼製支承：下沓の橋軸方向幅 

   ゴム正支承：支承本体の橋軸方向幅 

【弾性支持や可動支持部】 

その支点条件を踏まえ，かつ，隣接橋の影響や橋に影響を与える地盤の液状化

及び流動化の影響を考慮して必要桁かかり長を算出する必要がある。 

5) 上部構造の構造条件や幾何学的条件から，支承部の破壊後に上部構造が隣接桁

や橋台の拘束を受けずに回転できる橋で，かつ径間数が１径間又は２径間の一

連の上部構造を有する橋は，「道示Ⅴ式（13.3.4）」により桁かかり長を算出する

場合の限界脱落回転角（αＥ）は，一般に 2. 5 度としてよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11.4.1 5）の条件に該当する橋の桁かかり長 

 

→「道示」Ⅴ13.3.5 

（p.285～290）参照 
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11.5 落橋防止構造 

1) 落橋防止構造は桁かかり長の機能を補完するもので，支承部が破壊し，上下部

構造間に大きな相対変位が橋軸方向に生じた場合に，これが桁かかり長に達す

る前に機能し，上部構造の端部が下部構造の頂部から逸脱することを防止する

ことが期待される構造である。このため，上部構造の端支点部に設置すること

が求められる。 

2) 落橋防止構造は，原則として以下に示す構造を用いる。 

① 上部構造と下部構造を連結する構造  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 上部構造及び下部構造に突起を設ける構造  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 2 連の上部構造を相互に連結する構造  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11.5.1 落橋防止構造の例 

  

（a）鋼上部構造の場合 （b）コンクリート上部構造の場合 

鋼製 
ブラケット 

コンクリート 
ブロック 緩衝材 緩衝材 

橋台 橋台 

（a）コンクリートブロックを用いる落橋防止構造 （b）鋼製ブラケットを用いる落橋防止構
造 

（a）鋼上部構造の場 （b）コンクリート上部構造の場合 

鋼製ブラケット 

橋脚 橋脚 

PC 鋼材 PC 鋼材 

支圧板 
緩衝材 

PC 鋼材 

支圧板 
緩衝材 

橋台 

鋼製ブラケット 

PC 鋼材 

支圧板 
緩衝材 

橋台 
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3) 落橋防止構造の耐力は，式（11.5.1～2）により算出する設計地震力を下回って

はならない。 

 

① 上下部構造を連結する形式  

   

HF＝PLG   .......................................................................................... 式（11.5.1） 

   ただし，HF≦1.5Rd 

 

② ２連の桁を相互に連結する形式  

 

HF＝1.5Rd   ...................................................................................... 式（11.5.2） 

 

ここに， HF：落橋防止構造の設計地震力（kN） 

         PLG：当該支点を支持する下部構造の橋軸方向の水平耐力（kN） 

       Rｄ：死荷重反力（kN） 

 

表 11.5.2 下部構造の橋軸方向水平耐力 PLG 

下部構造形式 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ橋脚 鋼製橋脚 橋  台 

PLG 

道示Ⅴ式（8.3.2）に

より算出する地震時

保有水平耐力 

道示Ⅴ9.4（1）による

許容曲げﾓｰﾒﾝﾄ Ma を

橋脚基部から上部構

造慣性力の作用位置

までの距離で除して

算出する水平耐力 

道示Ⅳ7.7.3（1）の降

伏曲げﾓｰﾒﾝﾄを橋台

基部から上部構造慣

性力の作用位置まで

の距離で除して算出

する水平耐力と道示

Ⅳ7.7.4 のせん断耐力

のいずれか小さい値 

※下部工耐力が小さく PLG＜0.8Rｄの場合，桁かかり長に余裕を持たせ，道示Ⅴ13.3.5

の桁かかり長を 1.5 倍とする 

 

→「道示」Ⅴ13.3.6 

（p.290～293）参照 
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11.6 横変位拘束構造  

1) 横変位拘束構造は，支承部が破壊したときに，橋の構造的要因等によって上部

構造が橋軸直角方向に変位することを拘束することを目的として設置する。 

2) 上部構造の構造条件や幾何学的条件から，支承部の破壊後に上部構造が隣接桁

や橋台の拘束を受けずに回転できる橋で，かつ径間数が１径間又は２径間の一

連の上部構造を有する橋は，端支点に横変位拘束構造を設置しなければならな

い。 

① 斜角を有する橋の場合 

sin2θ／2＞b／L  ............................................................................. 式（11.6.1） 

ここに， L ：一連の上部構造の長さ（m） 

b ：上部構造の全幅員（m） 

θ ：斜角（度） 

 

 

 

 

 

 

図 11.6.1 隣接桁や橋台の影響を受けずに斜橋が回転できる条件 

② 曲線橋の場合 

cosθ’＞b／L .................................................................................. 式（11.6.2） 

ここに， L ：一連の上部構造の長さ（m）  

 b ：上部構造の全幅員（m）  

 θ’ ：交角（度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11.6.2 隣接桁や橋台の影響を受けずに曲線橋が回転できる条件 

 

→「道示」Ⅴ13.3.7 

（p.293）参照 
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11.7 構造細目  

1) 落橋防止構造及び横変位拘束構造は，支承部の移動，回転等の機能を損なわな

い構造とする。 

2) 落橋防止構造及び横変位拘束構造は，設計で対象とする方向以外への上部構造

の移動にも追随し，また，衝撃的な力を緩和できる構造とする。 

3) 落橋防止構造及び横変位拘束構造の取付部及びこれらが取り付く上下部構造の

部位には，応力集中が生じにくい構造を採用する。また，落橋防止構造又は横

変位拘束構造は，これが確実に機能する箇所に設置する。 

4) 落橋防止構造及び横変位拘束構造は，支承部の維持管理の障害とならない構造

とする。 

 

→「道示」Ⅴ13.3.8 

（p.294～295）参照 


